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〔
要
約
】
秦
漢
時
代
の
家
族
型
態
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
特
期
の
基
本
的
家
族
型
態
を
単
家
族
的
な
も
の
と
考
え
る
か
、

複
合
家
族
的
な
も
の
と
考
え
る
か
で
見
解
の
一
致
を
み
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
新
出
の
雲
夢
秦
簡
を
主
な
材
料
と
し
て
、
論
争
の
一
部
を
な
す
戦
國
期
秦

国
の
家
族
と
親
族
の
基
本
的
型
態
と
そ
の
相
互
の
関
連
を
聞
題
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
に
は
春
秋
以
来
の
三
世
代
か
ら
な
る
宗
族
は
次
第
に
分

解
し
、
さ
ら
に
商
鞍
の
変
法
の
影
響
下
に
、
父
母
・
妻
子
・
兄
弟
の
範
囲
の
血
縁
を
最
も
密
接
な
親
書
の
範
囲
と
す
る
事
実
上
の
単
婚
小
家
族
が
一
般
化

し
た
が
、
こ
の
状
況
を
起
点
と
し
、
さ
ら
に
牛
耕
の
普
及
を
背
景
に
、
漢
代
に
か
け
て
、
家
父
長
的
家
族
の
成
長
が
み
ら
れ
、
や
が
て
豪
族
の
家
が
成
立

す
る
こ
と
を
推
測
し
た
。
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は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
戦
国
期
秦
国
の
家
族
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
諸
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
新
発
見
の
雲
夢
秦
簡
を
主
要
な
材

料
と
し
て
、
商
鞍
の
変
法
の
位
置
づ
け
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
こ
の
時
期
こ
の
地
域
の
家
族
構
成
の
問
題
と
、
そ
の
税
制
と
の
関
違
、
こ
の
家
族
を
包
み
こ
む
同
族
的
関
係
と
そ
の
変
質
の

問
題
が
中
心
と
な
る
。
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二
㌻
三
族
と
三
族
制

2　・（2＞

　
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
三
族
刑
の
内
容
と
、
そ
の
家
族
屡
々
と
の
関
係
と
い
う
伝
統
的
な
テ
ー
マ
を
あ
ら
た
め
て
問
題
に
し
た
い
。

　
三
族
制
と
い
う
概
念
は
、
周
知
の
如
く
、
加
藤
常
賢
氏
が
、
そ
の
『
支
那
古
代
家
族
史
研
究
』
の
中
で
、
小
園
の
族
組
織
の
あ
と
を
う
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
の
と
し
て
の
三
族
組
織
の
存
在
を
提
唱
さ
れ
た
の
に
端
を
発
し
て
い
る
。
　
一
方
、
牧
野
巽
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
、
三
族
鰯
の
概
念
は
、
当

時
の
比
較
的
小
規
模
な
家
族
の
周
囲
に
展
開
す
る
親
族
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
牧
野
氏
の
理
解
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
異
っ
た
立
場
に
立
つ
宇
野
宮
清
吉
磯
及
び
、
守
量
美
都
雄
氏
の
初
期
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
三
族
制
の
概
念
は
家
族
の
内
容
を
示
す
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
常
賢
氏
の
見
解
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
加
藤
氏
の
場
合
に
も
、
　
「
三
族
組
織
は
、
父
の
生
存
中
、
兄
弟
が
共
財

共
住
し
、
父
の
死
後
財
産
を
均
分
し
て
分
裂
す
る
が
、
嘗
て
の
共
住
関
係
か
ら
組
織
し
て
い
る
血
族
団
体
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら

れ
て
い
る
。
三
族
綱
の
概
念
は
、
父
の
生
存
中
は
家
族
の
構
成
原
理
で
あ
り
、
父
の
死
後
に
は
卑
属
関
係
に
お
け
る
結
合
原
理
と
し
て
、
二
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
解
せ
ら
れ
る
が
、
牧
野
氏
及
び
、
牧
野
氏
の
見
解
を
祖
述
発
展
さ
せ
た
守
屋
美
都
雄
氏
の
後
期
の
研
究
に
お
い
て
は
、
父
の
生
存
中
の
兄
弟

の
同
艦
さ
え
一
般
的
典
型
的
な
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
加
藤
氏
の
本
来
の
理
論
の
継
承
は
宇
都
平
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

画
題
を
三
族
刑
に
し
ぼ
れ
ば
・
最
近
の
研
究
と
し
て
は
・
馨
重
明
氏
の
「
夷
三
族
刑
を
め
ぐ
・
て
」
（
東
算
学
二
八
）
殉
・
三
族
制
の
概

念
の
出
発
点
と
な
っ
た
三
族
刑
に
つ
い
て
、
秦
漢
時
代
の
そ
の
内
容
を
、
い
わ
ゆ
る
如
淳
注
に
従
っ
て
、
　
「
父
族
・
母
族
・
妻
族
」
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
小
倉
芳
彦
氏
は
「
族
刑
を
め
ぐ
る
二
ニ
ニ
の
問
題
」
（
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
一
一
、
の
ち
韓
国
古
代
政
治
思
想
研
究
に
収
録
）
で
、

い
わ
ゆ
る
張
婁
注
に
従
っ
て
三
族
刑
の
対
象
は
「
父
母
・
兄
弟
・
妻
子
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
越
智
氏
の
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
三
族
刑

の
内
容
が
、
漢
代
ま
で
と
魏
晋
以
降
に
お
い
て
と
で
は
変
化
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
点
に
お
い
て
、
小
倉
氏
の
場
合
に
は
、
漢
代
の
族
刑
を
歴

史
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
春
秋
時
代
の
三
族
刑
の
存
在
に
疑
問
を
な
げ
か
け
た
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な
意
味
を
も
つ



秦国の家族と商鞍の分異令（佐竹）

て
い
る
が
、
当
面
の
問
題
に
関
し
て
は
、
正
反
対
の
結
論
が
淳
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
正
気
・
女
向
が
も
は
や
三
国
時
代
の
魏
の
人
で
あ
り
、
か
れ
ら
が
秦
漢
あ
る
い
は
春
秋
時
代
の
三
族
刑
の
対
象
に
つ
い
て
、
こ
と
な
っ
た
見

解
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
こ
の
こ
ろ
に
は
秦
漢
時
代
の
三
族
刑
の
内
容
は
一
般
的
に
は
不
明
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
一
応
か
れ
ら
の
注
か
ら
は
な
れ
て
秦
漢
時
代
の
三
族
刑
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
重
要
な
手
が
か
り

と
な
る
の
は
、
や
は
り
す
で
に
牧
野
氏
が
と
り
あ
げ
て
分
析
さ
れ
た
漢
書
巻
二
三
刑
法
志
の
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
ろ
う
。

　
　
漢
興
之
初
、
錐
有
責
法
三
章
、
網
漏
香
舟
之
魚
。
然
曾
爾
辟
、
尚
有
毒
三
族
之
令
。
令
日
、
当
三
族
者
、
皆
先
鯨
・
劉
、
斬
左
右
止
、
答
殺
之
、
桑
其
首
、

　
　
三
遍
骨
肉
於
市
。
其
誹
誘
署
誼
者
、
又
先
断
舌
、
故
謂
之
具
五
刑
。
彰
越
・
韓
信
之
属
、
皆
受
此
訣
。
至
高
后
元
年
、
乃
除
三
族
罪
・
嵌
雷
令
。

　
こ
こ
か
ら
知
り
う
る
の
は
、
牧
野
馬
の
と
か
れ
る
よ
う
に
、
三
族
刑
と
は
、
五
刑
を
具
え
る
と
い
う
特
殊
な
極
刑
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
牧
野
氏
は
、
こ
こ
で
の
、
高
后
元
年
に
三
族
罪
・
厭
言
令
を
除
い
た
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
も
、
そ
の
他
の
資
料
を
渉
猟
分
析
さ
れ
た

結
果
、
そ
の
こ
と
を
確
認
さ
れ
、
例
外
的
な
場
合
を
の
ぞ
い
て
、
漢
代
に
み
ら
れ
た
の
は
単
な
る
族
飛
で
あ
っ
て
、
　
「
律
に
正
文
の
定
め
が
あ

っ
た
の
は
、
　
『
族
刑
』
で
あ
っ
て
、
　
『
夷
三
族
飛
』
で
は
な
い
」
と
注
目
す
べ
き
発
言
を
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
い
わ
ゆ
る
夷
三
族
刑
は
、
干
隈
ま
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
は
法
令
上
は
廃
止
さ
れ
た
極
刑
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

こ
の
史
料
で
夷
三
族
刑
を
う
け
た
と
さ
れ
る
彰
越
と
韓
信
の
場
合
に
つ
い
て
、
史
記
を
み
る
と
、
ま
ず
泉
下
に
つ
い
て
は
、
魏
豹
彰
越
列
伝
に
、

か
れ
が
謀
反
の
嫌
疑
を
う
け
、
帰
巣
か
ら
危
険
人
物
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
　
「
遂
に
宗
族
を
曝
せ
ら
れ
」
　
「
国
を
除
か
れ
た
」
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
単
信
の
場
合
に
は
、
准
陰
侯
列
伝
に
、
韓
信
が
謀
反
を
計
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
た
呂
后
の
計
に
よ
っ
て
捕
え
ら

れ
、
　
「
遂
に
信
の
三
族
を
癒
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
太
野
里
の
賛
に
は
、
「
天
下
己
集
、
馬
面
畔
逆
、
各
誌
宗
族
、
不
亦
宜
乎
。
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
漢
代
の
夷
三
族
刑
と
は
、
実
は
宗
族
を
撃
滅
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
資
料
を
秦
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
史
記
李
期
列
伝
に
李
斯
の
処
刑
の
こ
と
に
ふ
れ
て
、

　
　
　
二
世
二
年
七
月
ゐ
具
斯
五
刑
論
、
腰
斬
威
陽
市
。
…
…
遂
父
子
相
斐
、
里
諺
三
族
。

3　（3）



と
あ
っ
て
、
李
斯
が
漢
書
刑
法
志
に
い
う
五
刑
を
具
え
た
極
刑
、
す
な
わ
ち
三
族
刑
を
う
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
条
の
少
し
前
に
は
、

高
高
が
李
斯
の
獄
を
案
じ
て
、
宗
族
・
賓
客
を
収
捕
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
た
だ
宗
族
を
収
捕
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
た
だ
ち
に
こ
の
宗

族
が
す
な
わ
ち
三
族
刑
の
対
象
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
次
に
み
る
膠
毒
の
場
合
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
秦
代
に
お

い
て
も
漢
初
と
同
様
に
、
夷
三
族
刑
が
宗
族
の
夷
滅
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
史
記
秦
始
皇
本
紀
に
は
、
膠
毒
の
訣
滅
の
状
況
を
記
し
て
、

　
　
秦
始
皇
九
年
、
…
…
即
令
全
国
、
有
生
得
毒
、
賜
銭
百
万
、
磯
之
五
十
万
。
尽
得
雑
婚
。
衛
星
端
、
内
史
騨
、
佐
史
端
、
中
大
丁
令
斉
等
二
十
人
、
皆
桑

　
　
首
、
車
裂
以
循
、
滅
其
宗
。
及
其
舎
人
、
軽
者
為
鬼
薪
、
及
奪
爵
遷
囲
者
、
四
千
余
家
、
家
房
陵
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
あ
っ
て
、
膠
毒
の
宗
族
の
主
だ
っ
た
も
の
二
十
人
は
箪
裂
の
刑
を
う
け
、
宗
族
は
夷
滅
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
同
じ
事
件
に
つ
い
て
、

史
記
の
呂
不
夷
列
伝
で
は
、

　
　
始
皇
九
年
、
…
…
九
月
、
夷
鰺
毒
三
族
、
殺
太
后
所
生
童
子
、
而
遂
遷
太
后
於
雍
。
諸
大
舎
人
、
皆
没
婚
家
而
．
遷
之
蜀
。

と
の
べ
て
お
り
、
宗
族
の
夷
滅
と
夷
三
族
と
は
同
じ
内
容
を
も
っ
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
腎
虚
か
ら
漢
初
に
か
け
て
、
三
族
刑
が
宗
族
の
夷
滅
を
意
味
し
て
い
た
と
す
る
と
、
宗
族
を
三
族
と
呼
ぶ
根
拠
は
何
か
、

ま
た
こ
の
三
族
刑
と
春
秋
時
代
以
来
の
族
滅
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
い
う
と
、
こ
こ
で
み
た
鰺
毒
の
宗
族
は
二
十
人
プ
ラ
ス
α
か
ら
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
漢
書
巻
八
四
餐
方
詳
伝
に
は
、

面
懸
の
時
、
叛
乱
を
企
て
た
覆
義
が
王
葬
の
討
伐
に
敗
れ
、
穫
義
と
と
も
に
起
沸
し
た
劉
信
の
二
子
と
、
論
義
の
母
練
と
兄
宣
、
及
び
親
属

二
十
四
人
が
と
ら
え
ら
れ
、
長
安
で
礫
に
さ
れ
た
と
あ
り
、
　
つ
い
で
義
を
と
ら
え
、
　
「
三
族
を
夷
滅
し
て
、
謙
は
種
嗣
に
及
ぶ
。
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
例
外
的
な
三
族
夷
減
の
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
い
う
親
属
二
十
四
人
が
劉
信
の
そ
れ
と
演
義
の
そ
れ
を
合
わ
せ
た
も

の
か
、
軽
薄
の
そ
れ
の
み
か
ら
な
っ
て
い
た
が
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
つ
の
三
族
は
十
二
人
プ
ラ
ス
α
、
あ
る
い
は
二
十
四
人

．
プ
ラ
ス
α
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
程
度
の
親
属
集
団
で
宗
族
と
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
儀
礼
士
昏
礼

4　（4）
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の
鄭
玄
注
に
い
う
「
父
昆
弟
、
地
盤
弟
、
子
呈
上
」
の
三
族
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
宗
族
の
夷
滅
を
三
族
の
夷
滅

と
称
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
瞬
と
場
合
に
よ
っ
て
曖
昧
な
宗
族
の
連
坐
範
囲
を
三
族
に
限
定
し
た
点
に
発
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
三
族
刑
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
想
定
す
れ
ば
、
ま
ず
直
接
に
は
、
史
記
巻
六
五
の
孫
子
呉
起
列
伝
に
、
楚
の
聖
王
の
死
後
の
ク
ー
デ
タ

ー
で
、
お
わ
れ
た
呉
起
が
、
悼
王
の
屍
に
身
を
な
げ
た
時
、
呉
起
を
射
て
悼
王
の
身
に
及
ん
だ
も
の
が
、
新
太
子
の
即
位
と
と
も
に
謙
滅
さ
れ
、

「
宗
を
奏
せ
ら
れ
て
死
す
も
の
、
七
十
尊
家
」
と
あ
る
記
事
が
、
ひ
い
て
は
、
春
秋
以
来
の
族
滅
の
記
事
が
、
三
族
刑
の
原
型
と
し
て
、
想
定

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
三
族
刑
は
、
刑
の
残
酷
さ
と
と
も
に
、
そ
の
連
坐
の
範
囲
に
お
い
て
も
、
漢
代
の
実
刑
と
は
、
全
く
こ
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
一
方
、
戦
国
期
か
ら
漢
代
に
か
け
て
の
、
族
刑
の
縁
坐
の
範
囲
は
、
通
説
の
如
く
、
　
「
父
母
・
妻
子
・
同
時
」
と
み
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
窯
初
ま
で
、
宗
族
刑
た
る
三
族
刑
と
、
　
「
父
母
・
妻
子
・
同
産
」
を
連
坐
の
範
囲
と
す
る
族
飛
と
が
並
び
行
な
わ
れ

て
い
た
状
況
か
ら
、
漢
初
に
な
っ
て
、
　
「
父
母
・
妻
子
・
同
産
」
を
対
象
と
す
る
族
刑
の
み
が
、
少
く
と
も
法
令
上
は
唯
一
の
連
坐
刑
と
し
て

行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
一
体
、
家
族
史
上
、
親
族
史
上
の
ど
の
よ
う
な
変
化
と
対
応
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
か
な
り
大
貫
な
憶
測
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
春
秋
以
来
の
親
族
関
係
の
次
の
よ
う
な
変
化
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い

か
と
想
像
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
宇
都
木
章
氏
は
春
秋
時
代
の
小
宗
集
団
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
そ
の
中
に
、
幾
つ
か
の
自
然
家
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

（
小
家
族
）
を
含
ん
で
成
立
す
る
親
族
収
合
体
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
家
族
を
包
み
こ
ん
で
存
在
す
る
血
縁
共
同
体
的
関

係
の
変
質
崩
壊
の
過
程
の
最
後
に
位
置
す
る
の
が
、
父
母
・
妻
子
・
同
型
を
要
素
と
す
る
親
族
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
戦
国
末
か
ら
漢
代
に

か
け
て
行
な
わ
れ
た
「
族
」
の
概
念
の
内
容
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
る
「
族
」
の
成
立
の
事
情
と
、
　
「
族
」
と
家
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
は
、
心
労
の
分
異
政
策
の
再

検
討
が
必
要
で
あ
る
。
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①
　
同
識
馬
下
帽
㈱
第
十
六
章
・
コ
瓢
族
制
」

②
　
牧
野
巽
「
豊
代
に
於
け
る
家
族
の
大
き
さ
」
（
『
漢
学
会
雑
誌
』
一
二
の
一
、
　
一
九

　
三
五
）
、
「
漢
代
の
家
族
芸
態
」
　
（
『
東
範
学
』
四
・
五
、
一
九
四
二
）
、
い
ず
れ
も

　
の
ち
に
『
支
那
家
族
研
究
』
に
堰
録
。

③
　
宇
都
宮
清
吉
「
漢
代
に
お
け
る
家
と
豪
族
」
　
（
『
史
林
』
一
一
四
の
二
、
　
九
三

　
九
）
、
及
び
、
そ
れ
に
訂
正
加
筆
し
た
「
寄
島
に
お
け
る
家
と
豪
族
」
　
（
『
飯
代
社

　
会
経
済
史
研
究
』
）
、
　
「
豊
代
・
豪
族
論
」
　
（
『
東
方
学
』
二
三
）
、
　
「
漢
代
の
簸
族
」

　
（
『
歴
史
教
育
』
九
の
闘
）
、
以
上
二
篇
は
『
中
貫
古
代
中
世
史
研
究
』
に
収
録
。

④
守
屋
美
都
雄
「
漢
代
家
族
の
型
態
に
関
す
る
試
論
」
（
ハ
ー
バ
ー
ト
燕
京
同
志

　
挫
東
方
文
化
講
襲
第
二
輯
）
、
　
「
霊
代
家
族
の
型
態
に
関
す
る
再
考
察
」
（
巾
国
古

　
代
史
研
究
第
一
分
冊
・
吉
用
弘
文
館
）
、
「
漢
代
の
家
族
1
そ
の
学
説
史
的
展
望

　
一
」
　
（
学
生
社
古
代
史
講
座
第
六
巻
）
、
以
上
『
中
年
古
代
の
家
族
と
綱
家
』

　
に
収
録
。

⑤
越
智
重
明
氏
に
は
、
こ
の
他
本
稿
に
関
連
す
る
労
作
と
し
て
「
井
園
制
の
家

　
一
戦
園
秦
漢
豊
代
の
家
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
一
」
　
（
『
古
代
文
化
鰯
二
三
の

　
四
）
、
「
漢
時
代
の
戸
と
家
1
ま
と
し
て
戸
籍
制
度
の
爾
か
ら
み
た
一
」
（
『
史

　
学
雑
誌
』
七
八
の
八
）
、
　
「
漢
時
代
の
家
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
六
の
六
）

　
等
が
あ
る
。

⑥
　
こ
こ
に
あ
げ
た
例
の
う
ち
、
彰
越
に
つ
い
て
は
、
小
倉
氏
も
漢
書
の
高
帝
記
と

彰
越
伝
に
よ
っ
て
、
夷
三
族
と
夷
宗
族
が
等
置
さ
れ
て
い
る
点
に
雷
及
さ
れ
て
い

　
る
が
、
氏
の
場
合
に
は
、
こ
れ
を
三
族
刑
の
内
容
を
あ
ま
り
厳
蜜
に
考
え
る
べ
き

　
で
な
い
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
う
け
と
ら
れ
て
い
る
。
な
お
仁
弁
田
撒
琉
も
、
筆

者
と
は
異
な
る
根
拠
か
ら
、
三
族
を
宗
族
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
（
『
支
那
身
分

　
法
史
』
二
三
〇
頁
）
。

⑦
こ
こ
で
、
蜴
と
い
う
岡
名
者
が
二
人
で
て
く
る
点
に
つ
い
て
は
、
誤
記
で
あ
る

　
か
、
姻
戚
（
た
と
え
ば
岡
藍
姉
妹
の
夫
）
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

⑧
　
牧
野
氏
前
掲
稿
以
来
、
族
刑
の
篤
囲
と
三
族
彌
の
範
囲
、
ひ
い
て
は
族
と
三
族

　
と
を
同
一
視
す
る
の
は
、
全
て
の
研
究
に
共
通
し
た
認
識
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
積

　
極
的
根
拠
と
し
て
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
小
倉
芳
彦
氏
の
前
掲
稿
に
、
墨
子
号
令

　
篇
に
、
　
「
其
れ
域
を
も
っ
て
外
の
為
に
謀
る
者
は
三
族
す
」
と
い
う
文
と
　
「
若

　
し
城
を
以
っ
て
外
の
為
に
謀
ら
ん
と
す
る
者
あ
ら
ば
、
父
愚
・
妻
子
・
同
価
皆
断

　
ず
」
　
と
い
う
文
が
あ
り
、
従
っ
て
、
　
三
族
ほ
父
母
妻
子
同
母
で
あ
る
と
す
る
の

　
が
、
唯
一
の
積
極
的
機
拠
で
あ
る
。
墨
子
号
令
篇
は
全
体
に
錯
綜
し
て
い
て
難
解

　
で
あ
る
が
、
こ
の
篇
中
に
「
族
」
と
「
三
族
」
の
舞
文
が
み
え
る
こ
と
、
「
詐
為

　
自
賊
傷
、
　
以
辟
事
者
、
族
之
」
と
あ
る
の
に
紺
比
し
て
、
敵
に
通
じ
た
父
愚
妻
子

　
難
産
が
族
刑
を
う
け
る
に
止
る
な
ら
、
比
例
均
衡
に
失
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
等

　
か
ら
、
筆
者
に
は
問
題
の
一
　
個
条
に
は
状
況
の
相
異
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
「
蔑
如
以
柵
戸
課
試
老
、
父
緑
妻
子
罰
産
毒
断
」
と
あ
る

　
の
と
「
其
以
斌
為
外
謀
者
、
三
族
偏
と
あ
る
の
を
比
較
し
て
、
前
条
は
未
遂
、
後

　
条
は
既
遂
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
つ
い
で
な
が
ら
、
か
っ
て
守
麗
氏
が
、
　
「
李
極
の
法
経
に
関
す
る
　
問
題
」

　
（
『
中
圏
古
代
史
研
究
第
二
』
、
吉
川
弘
文
館
、
の
ち
前
掲
書
に
収
録
）
に
お
い
て
と

　
り
あ
げ
ら
れ
た
明
の
董
説
撰
「
七
国
考
扁
に
ひ
か
れ
た
糎
騨
新
論
に
つ
い
て
、
小

　
倉
氏
は
「
族
荊
に
淫
し
て
の
み
言
う
な
ら
ば
、
　
『
七
国
考
』
所
引
の
条
文
は
い
さ

　
さ
か
誇
大
す
ぎ
る
感
じ
を
免
れ
な
い
」
と
の
べ
て
そ
の
内
容
を
疑
が
わ
れ
て
い
る
。

篭
者
も
こ
の
い
わ
ゆ
る
檀
諺
新
論
の
内
容
を
藏
ち
に
信
ず
る
も
の
で
は
な
い
が
、

　
墨
子
号
令
篇
と
て
甚
だ
深
文
酸
法
で
あ
ウ
、
か
つ
最
近
の
黄
盛
璋
磯
の
「
雲
夢
秦

　
強
弁
正
」
（
『
考
古
学
報
』
｝
九
七
九
の
一
）
に
よ
る
と
、
｛
藁
撞
説
↑
渥
法
律
答
問
）

　
の
体
系
が
挙
樫
の
法
経
と
よ
く
一
致
す
る
こ
と
、
下
愚
謙
新
論
の
所
説
に
対
応
す

　
る
条
文
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
が
暁
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
新
論
が
本
物

　
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
説
述
に
は
何
ら
か
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い

　
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑨
宇
都
木
章
「
宗
族
嘱
と
邑
制
」
（
学
生
社
『
古
代
史
講
座
隠
巻
六
）
。
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三
商
鞍
の
分
異
令

　
史
記
商
君
列
伝
に
は
、
商
鞍
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
孝
公
三
年
の
第
～
次
変
法
中
の
分
異
令
に
つ
い
て
、
　
「
民
有
二
男
以
上
、
細
分
異
者
、
倍

其
上
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
二
男
を
家
長
で
あ
る
父
と
、
そ
の
息
子
と
と
る
か
、
家
長
た
る
父
の
下
の
二
人
の
息
子
と
と
る

か
は
、
簡
単
に
は
決
定
で
き
な
い
が
、
守
屋
美
都
雄
氏
は
、
そ
の
「
漢
代
家
族
の
型
態
に
関
す
る
考
察
」
の
申
で
、
こ
れ
を
コ
一
人
以
上
の
息

子
を
も
っ
て
い
て
、
分
家
し
な
い
も
の
は
、
賦
を
倍
徴
し
た
。
」
と
解
釈
さ
れ
、
最
近
で
は
、
牧
野
巽
氏
の
「
商
鞍
の
家
族
立
法
」
（
『
目
加
田
誠

博
士
古
稀
記
念
中
国
文
学
論
集
』
）
の
中
で
も
同
様
の
聖
遷
が
み
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
現
在
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
守
屋
氏
の
場
合
、
こ

の
繕
論
は
、
漢
の
文
筆
の
時
の
堆
黒
の
上
盤
の
分
析
か
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
雲
夢
廿
里
地
竹
簡
の
出
土
を
み
た
現
在
、
こ
の
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
い
て
も
、
も
う
少
し
異
っ
た
解
釈
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
萱
誼
の
上
疏
に
は
、
漢
書
巻
四
八
の
質
誼
伝
に
ひ
く
も
の
と
、
貿
譲
の
新
書
巻
三
時
変
・
事
勢
の
項
に
ひ
く
も
の
と
が
あ
る
。
守
歴
氏

は
萱
誼
伝
の
そ
れ
を
分
析
の
対
象
に
さ
れ
て
お
り
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
漢
書
の
よ
う
に
、
広
く
ま
た
恐
ら
く
よ
り
真
剣
に
伝
写
さ
れ
た
も
の

の
方
が
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
信
頼
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
漢
書
の
方
に
か
な
り
語
句
の
節
略
が
あ
る
の
で
、
両
史

料
を
次
に
併
記
し
た
い
。

　
　
　
㈹
　
漢
書
巻
四
八
、
質
誼
伝

　
　
商
君
遺
礼
義
、
棄
仁
恩
、
拝
心
於
進
取
。
行
之
二
歳
、
秦
廿
日
敗
。
故
秦
人
家
富
子
壮
期
出
分
、
家
母
子
壮
霧
粒
賛
。
借
父
餐
銀
、
慮
有
徳
色
。
母
取
箕

　
　
箒
、
立
而
辞
語
。
抱
哺
其
子
、
与
公
併
居
。
婦
姑
不
縮
説
、
違
反
商
機
網
羅
。
其
慈
子
羅
利
、
不
岡
禽
獣
老
亡
幾
耳
。

　
　
　
㈲
　
賢
誼
新
書
巻
三
、
時
変
・
事
勢

　
　
商
鷺
違
礼
義
、
棄
倫
理
、
爆
心
於
進
取
。
行
之
二
歳
、
秦
俗
零
敗
。
秦
人
膚
子
、
居
膳
子
壮
塁
上
分
、
蒙
聖
子
壮
則
撫
贅
、
仮
父
餐
鉋
杖
飾
耳
、
慮
有
徳

　
　
色
　
。
聴
取
瓢
椀
量
感
、
慮
立
訊
語
。
抱
嚇
其
子
、
与
公
併
躁
。
議
題
不
相
説
、
鋼
欝
乎
蒲
睨
。
其
慈
子
嗜
利
、
蒲
爆
雷
父
母
也
、
念
罪
非
有
倫
理
也
、
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亦
不
同
禽
獣
僅
焉
耳
。

　
　
　
（
㈹
㈲
が
対
応
す
る
欄
所
で
語
句
の
異
な
る
者
は
棒
線
で
、
㈹
に
な
く
⑧
の
み
に
あ
る
者
は
波
線
で
示
し
た
）

　
こ
の
二
つ
の
文
章
を
比
較
す
る
と
、
一
見
し
て
語
句
に
稲
築
の
不
一
致
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
㈹
に
な
く
㈲
に
あ
る
語
句
も
か
な
り
多
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
相
異
は
、
㈲
に
な
く
㈲
に
あ
る
の
が
、
　
「
故
秦
人
家
富
子
壮
則
出
分
、
家
貧
子
壮
則
出
贅
」
と
あ
る
部
分
の
「
故
」
の

一
字
で
あ
る
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
漢
欝
の
方
が
、
賢
誼
の
新
書
に
も
と
づ
い
て
、
文
章
を
整
え
て
書
き
直
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推

測
で
き
よ
う
。

　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ま
ず
、
新
書
の
場
合
に
は
、
　
「
慮
有
徳
色
」
　
「
慮
立
訊
語
」
と
「
慮
」
の
字
が
工
度
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
漢
書
は
、
後
者
の
「
慮
」
を
省
い
て
、
単
に
「
立
雷
管
語
」
と
書
き
な
お
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
「
慮
」
の

字
は
意
味
が
と
り
に
く
い
の
で
、
こ
の
訂
正
は
一
見
当
然
に
み
え
る
が
、
そ
の
場
合
、
残
さ
れ
た
「
慮
有
徳
色
」
の
部
分
を
「
お
も
ん
ば
か
り

徳
色
有
り
」
と
読
ま
せ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
よ
め
な
い
で
も
な
い
と
い
う
程
度
で
、
読
み
難
い
こ
と
に
は
、
か
わ
り
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
問
題
の
雲
夢
秦
簡
の
「
為
吏
盆
道
」
に
附
せ
ら
れ
た
魏
の
戸
律
（
1
6
・
5
～
2
1
・
5
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か

　
　
廿
五
年
閏
再
十
二
月
、
丙
午
朔
辛
亥
、
　
〔
王
〕
相
邦
に
告
ぐ
。
民
或
は
琶
を
棄
て
襲
（
野
）
に
居
り
、
人
の
孤
寡
を
入
れ
、
人
の
婦
女
を
微
う
る
は
邦
の

　
　
し
き
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
　
故
に
攣
る
也
。
自
今
以
来
、
齪
（
仮
）
国
字
呂
（
旅
）
、
贅
婿
後
父
は
、
戸
と
為
さ
し
む
る
勿
く
、
田
宇
を
鼠
（
与
）
う
る
早
れ
。
三
集
（
世
）
の
後
、

　
　
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
士
（
仕
）
え
ん
と
欲
す
れ
ば
、
士
（
仕
）
え
し
め
、
乃
ち
其
の
籍
に
署
し
て
日
う
、
故
の
某
の
慮
の
贅
婿
某
聖
の
乃
（
衡
）
孫
と
。
魏
戸
律
。

　
こ
こ
で
問
題
は
、
　
「
故
氷
面
、
贅
愚
闇
翌
之
乃
孫
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
が
、
注
釈
は
、
　
「
慮
読
為
閻
」
と
あ
っ
て
、
慮
を
音
通
で
も
っ
て

閻
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
贅
塔
の
子
孫
は
三
世
の
の
ち
、
は
じ
め
て
出
仕
を
許
す
が
、
そ
の
籍
に
は
、
　
「
故
と
某
閻
の
出
身
の
言
偏
で
あ

　
　
　
　
　
ひ
　
こ

っ
た
常
磁
の
仰
孫
」
と
記
せ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
秦
簡
の
治
獄
程
式
に
は
多
く
の
愛
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
中
に
は
当
時
の
戸
籍

の
様
式
を
伺
が
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
残
存
し
て
い
る
が
（
池
田
温
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究
』
）
、
そ
こ
で
の
「
漫
事
里
」
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秦国の家族と商鞍の分異令（佐竹）

（
姓
名
籍
貫
）
の
表
現
の
形
式
は
常
に
「
豊
里
士
伍
」
　
「
三
里
公
士
」
等
々
で
あ
っ
て
、
閣
の
で
て
く
る
例
は
全
く
な
い
。
こ
の
点
か
ら
判
断
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
③

る
と
、
こ
の
部
分
は
「
故
と
某
の
慮
、
贅
婿
某
聖
の
三
野
」
と
よ
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
贅
婿
と
い
う
以
上
、
実
父
の
名
が
記
さ
れ
て

い
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
こ

　
こ
う
し
て
、
も
し
こ
の
慮
を
息
子
と
よ
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
先
の
新
書
の
文
章
は
、
　
「
慮
、
徳
色
有
り
」
　
「
慮
立
ち
ど
こ
ろ
に
訊
語

す
」
と
よ
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
慮
が
秦
簡
の
場
合
、
贅
婿
と
な
っ
た
も
の
に
っ
か
わ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
慮
の
意
味
は
、
息

子
は
息
子
で
も
、
出
分
あ
る
い
は
出
贅
し
た
息
子
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
慮
夫
婦
と
も
と
の
父
母
と
の
間
の
器
物
の
貸
借
に
つ
い
て
、
新
書
の
方
に
記
さ
れ
て
い
る
瓢
椀
・
杖
籔
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か

れ
ら
に
と
っ
て
基
本
的
な
生
活
用
具
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
父
と
の
聞
に
貸
借
が
行
な
わ
れ
る
緩
鉦
が
基
本
的
な
労
働
手
段
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
母
と
の
間
に
貸
借
の
行
な
わ

れ
る
箕
箒
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
准
南
子
巻
＝
二
氾
訓
論
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
今
世
之
祭
井
竃
門
戸
箕
箒
臼
杵
者
、
非
以
其
神
為
能
饗
也
。

と
い
い
、
後
漢
書
巻
八
四
列
女
伝
に
引
く
班
昭
の
女
誠
の
冒
頭
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り

　
　
郡
人
愚
暗
、
受
性
不
敏
、
蒙
先
君
之
余
寵
、
頼
母
師
之
典
訓
、
執
箕
箒
於
曹
氏
、
干
裂
四
十
余
載
桑
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
の
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
女
性
の
家
内
労
働
の
基
本
的
象
微
的
労
働
手
段
で
あ
っ
た
。

　
父
母
と
息
子
夫
婦
の
闇
で
、
基
本
的
労
働
手
段
の
貸
借
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
然
両
者
が
生
計
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、
さ
ら
に

重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
、
基
本
的
生
活
手
段
ま
で
も
が
貸
借
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
抱
哺
其
子
、
与
公
書
躍
」
と
い
う

よ
う
な
表
現
と
あ
わ
せ
て
、
父
母
と
息
子
夫
婦
が
生
計
を
殊
に
し
な
が
ら
、
空
間
的
に
は
極
め
て
近
接
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
一
棟
の
う

ち
に
室
を
こ
と
に
し
て
、
居
住
す
る
よ
う
な
状
況
を
想
像
さ
せ
る
。

　
さ
ら
に
、
商
軟
の
第
二
次
変
法
の
中
の
分
異
令
を
み
る
と
、
そ
こ
で
は
「
下
民
父
子
兄
弟
、
同
室
内
息
者
為
禁
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
記
事
は
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率
直
に
読
む
限
り
は
、
父
子
兄
弟
の
同
室
内
の
居
留
、
あ
る
い
は
就
寝
を
禁
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
弱
質
が
そ
の
変
法
の
成
果
を
準
率

に
ほ
こ
っ
た
言
葉
に
は
、
　
「
始
秦
戎
習
尊
報
、
父
子
無
励
、
陶
室
面
心
。
ゑ
、
我
更
制
其
教
、
而
為
男
女
之
別
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
男
女
の
甥

を
為
っ
た
と
い
う
以
上
、
文
面
上
の
意
味
は
、
同
室
内
に
複
数
の
夫
婦
が
居
住
し
就
寝
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
第
一
次
変
法
令
の
中
の
「
民
有
二
男
以
上
、
不
分
異
者
」
の
解
釈
に
も
ど
る
と
、
守
屋
氏
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
「
男
」
を
成
人
男
子
の
意
に
と
る
見
方
は
す
て
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
勿
論
、
西
嶋
氏
も
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
質
誼
の
発
言
は
「
商
鞍
の
群
舞
の
法
そ
の
も
の
を
説
明
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
賢
誼
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

っ
て
、
そ
の
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
た
秦
の
風
俗
を
叙
述
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
両
者
の
間
に
、
共
通
の
性
格
、
す
な

わ
ち
夫
婦
ご
と
の
生
計
と
居
住
の
独
立
が
想
定
さ
れ
る
以
上
、
費
誼
の
発
言
は
、
上
鞍
の
分
異
の
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
正
し
い

理
解
の
上
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
筆
者
は
、
商
鞍
の
分
異
の
法
に
、
夫
婦
ご
と
の
生
計
の
独
立
と
い
う
ね
ら
い
を
よ
み
と
り
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
商
軟
の
改
革
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
形
で
実
際
に
は
実
現
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
秦
簡
の
中
に
み
え
る
状
況
を
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
解
答
が
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

①
貧
富
睡
虎
地
目
簡
に
つ
い
て
は
、
『
文
物
』
一
九
七
六
の
五
の
率
華
氏
の

　
「
墨
壷
睡
虎
地
鶏
簡
概
述
」
が
資
料
と
し
て
の
略
奪
の
概
観
を
行
っ
た
あ
と
、

　
『
文
物
』
・
『
考
古
』
・
『
考
古
学
報
』
・
『
歴
史
研
究
』
等
に
、
約
二
十
篇
余
り

　
の
論
文
が
発
蓑
さ
れ
て
い
る
が
、
文
献
資
料
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
の
殻
も
重

　
要
な
研
究
は
、
　
『
考
古
学
報
』
一
九
七
七
の
一
に
の
せ
ら
れ
た
黄
盛
璋
「
雲
夢
秦

簡
《
編
年
記
》
初
歩
研
究
」
と
、
同
じ
く
『
考
右
学
報
』
一
九
七
九
の
一
の
同
氏

　
の
「
雲
気
秦
簡
弁
証
」
で
あ
る
。
こ
の
他
、
奉
簡
を
利
用
し
た
個
別
テ
ー
マ
の
研

　
究
と
し
て
み
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
事
実
「
後
夫
考
」
、
劉
海
年
「
秦
漢
〃
士

　
伍
〃
的
身
扮
与
階
級
地
位
」
（
以
上
、
『
文
物
』
一
九
七
八
の
二
）
、
呉
栄
曾
「
従

奏
簡
潔
棄
国
商
品
貨
幣
閨
係
発
展
状
況
」
　
（
『
文
物
』
　
一
九
七
八
の
五
）
、
高
敏

「
“
有
秩
〃
非
薪
夫
弁
…
よ
縦
雲
下
賜
簡
糺
日
照
与
鄭
実
嗣
志
商
確
一
」
（
『
文

物
』
一
九
七
九
の
霊
）
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
わ
が
国
に
お
け
る
秦
簡
を
め
ぐ
る

研
究
で
は
、
秦
簡
の
資
料
と
し
て
の
性
格
、
そ
の
内
容
と
構
成
の
意
味
に
ワ
い
て

は
、
大
庭
衛
「
雲
夢
繊
土
竹
書
聖
律
の
研
究
」
　
（
『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
二
七

の
一
）
、
堀
毅
「
雲
離
出
土
秦
簡
の
胴
囲
的
研
究
」
（
『
突
観
』
九
七
）
、
古
賀
登

「
雲
夢
睡
勝
地
弱
国
輔
翼
の
棄
律
等
法
律
文
欝
認
葬
事
情
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
唐
代
史

研
究
会
報
皆
』
第
H
集
）
、
訳
注
と
し
て
は
、
　
「
『
湖
北
睡
区
議
秦
墓
竹
簡
』
訳
注

藁
箒
」
（
食
滞
講
読
会
、
中
央
大
学
研
究
科
『
論
究
』
一
〇
の
一
）
、
問
題
の
全
面

10　（10）



　
的
検
討
と
し
て
は
、
古
賀
登
「
中
業
古
代
史
の
晦
代
区
分
問
題
と
墨
型
禺
士
の
秦

　
簡
」
　
（
『
史
観
』
九
七
）
、
堀
敏
一
「
中
圏
の
律
令
舗
と
農
民
支
配
」
　
（
『
一
九
七

　
八
年
度
歴
研
大
会
報
告
特
集
』
）
等
が
あ
り
、
個
別
研
究
へ
の
秦
篤
の
響
胴
を
ふ

　
く
め
れ
ば
、
相
当
な
点
数
の
研
究
が
隠
蟹
さ
れ
て
い
ろ
。

②
　
勿
論
わ
が
闘
で
は
、
木
村
正
雄
磯
以
来
、
ま
た
中
国
で
も
、
鷹
南
総
「
〃
闘

　
左
”
弁
疑
」
　
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
七
八
の
一
一
）
の
如
く
、
閲
左
に
特
別
の
意

　
味
を
与
え
る
理
解
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
慮
を
閻
と
解
す
る
こ
と
も
で
ぎ
る
か
と
思

　
わ
れ
る
が
、
名
事
墨
の
欝
式
の
闇
題
か
ら
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
山
面
は
、
乃
孫
は
勿
孫
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
伽
孫
は
曾
孫
の
意
で
あ
る
と
す

　
る
。

④
　
こ
の
時
期
の
女
性
の
家
内
労
働
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
上
田
早
葡
「
漢
代

　
の
家
族
と
そ
の
労
働
一
夫
耕
婦
績
に
つ
い
て
一
」
（
『
史
林
』
穴
二
の
三
）
が

　
甚
だ
興
味
の
あ
る
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

⑤
　
西
嶋
定
生
『
中
蓋
古
代
帝
國
の
形
成
と
構
造
』
第
五
章
第
三
節
。
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四
　
秦
律
に
お
け
る
豊
と
戸

六
律
に
お
け
る
「
室
」
の
性
格
、
す
な
わ
ち
当
時
の
法
律
の
規
定
上
の
「
室
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
法
律
答
聞
（
一
〇
三
～
一
〇
五
）
に
次

の
よ
う
な
問
答
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
公
蜜
告
と
は
可
（
何
）
そ
や
、
非
公
室
告
と
は
可
（
何
）
そ
や
。
他
人
を
揮
い
殺
し
八
つ
け
盗
む
を
公
蜜
と
為
す
。
子
、
父
母
を
盗
み
、
父
母
の
檀
い
ま

　
　
ま
に
子
及
び
奴
妾
を
殺
し
刑
し
髭
す
る
を
公
室
告
と
為
さ
ず
（
一
〇
三
）
。
子
、
父
母
を
告
し
臣
妾
、
主
を
際
す
る
は
非
公
室
告
な
り
、
聴
く
勿
れ
。
可

　
　
　
（
何
）
を
か
非
公
窒
告
と
謂
う
。
主
、
檀
に
其
の
子
、
青
身
を
殺
し
刑
し
齢
す
る
、
是
を
非
公
室
告
と
謂
い
、
聴
く
蒸
れ
。
而
し
て
告
を
行
な
え
ば
告
者

　
　
つ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
皐
（
罪
）
す
。
皐
（
罪
）
已
に
行
な
わ
れ
、
受
入
有
（
又
）
た
（
一
〇
四
）
、
其
れ
を
襲
い
て
之
を
告
す
る
も
、
心
当
に
聴
く
べ
か
ら
ず
（
一
〇
五
）
。

　
す
な
わ
ち
一
般
的
に
は
刑
法
は
「
室
」
内
の
行
為
に
適
用
さ
れ
ず
、
　
「
室
」
に
外
部
の
暴
力
が
煽
え
ら
れ
る
時
、
そ
れ
が
刑
法
の
取
り
締
り

の
対
象
と
な
る
。
　
「
室
」
の
範
囲
で
、
駒
形
や
子
に
対
す
る
父
長
権
が
法
律
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
室
」
が
ど
の
程
度
の
血
縁
籟
囲
を
さ
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
、
法
律
答
閥
（
二
〇
一
）
に
、

　
　
可
入
落
）
を
か
芸
人
と
謂
い
、
可
（
何
）
を
か
同
居
と
い
う
。
岡
居
と
は
面
戸
の
母
の
謂
な
り
（
岡
居
独
議
員
謂
殴
）
。
室
人
な
る
者
は
、
一
室
尽
く
当

　
　
に
皐
（
罪
）
に
坐
す
べ
き
人
の
謂
な
り
。

と
あ
る
。
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こ
の
問
答
の
前
半
部
分
に
つ
い
て
は
改
め
て
ふ
れ
る
が
、
後
半
部
分
を
み
る
と
、
　
「
室
」
と
は
縁
坐
の
及
ぶ
範
囲
で
あ
っ
て
、
先
に
み
た
非

公
室
告
の
説
明
と
相
ま
っ
て
、
刑
法
上
、
　
「
室
」
が
一
つ
の
独
立
の
単
位
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
扱
か
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
室
」

が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時
の
一
般
的
な
語
に
お
き
か
え
る
と
、
お
そ
ら
く
「
族
」
に
あ
た
る
と
推
定
で
き
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の
用
語
と
し
て
の
「
室
」
に
対
応
す
る
「
戸
」
の
範
麟
の
吟
味
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

法
律
答
間
（
二
〇
～
二
二
）
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
律
に
盗
と
濃
（
法
）
を
同
じ
う
す
と
臼
い
、
有
（
又
）
た
与
に
（
罪
）
を
同
じ
う
す
と
潤
う
は
、
此
の
二
物
、
其
の
同
居
・
典
・
伍
、
当
に
こ
れ
に
坐
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
う

　
　
べ
し
。
与
に
皐
（
罪
）
を
同
じ
う
〔
不
〕
ず
、
其
の
攣
（
罪
）
を
反
す
と
云
う
者
ば
、
当
に
坐
す
弗
か
れ
。
＠
人
の
奴
妾
の
其
の
主
の
父
（
二
〇
）
母
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

　
　
盗
む
は
、
盗
主
と
為
す
や
、
且
た
為
さ
不
る
や
（
人
奴
妾
盗
量
水
継
父
母
為
盗
主
且
不
為
）
。
同
居
す
る
者
は
、
盗
主
と
為
し
、
問
居
せ
ざ
る
者
は
盗
主

　
　
と
為
さ
ず
（
一
二
）
。

　
　
　
　
も
ろ
も
ろ

　
　
盗
及
び
者
（
諸
）
の
官
の
皐
（
罪
）
は
、
同
居
当
に
坐
す
べ
き
所
な
り
。
可
（
何
）
を
か
同
居
と
謂
う
。
畠
戸
を
同
居
と
為
し
て
隷
に
坐
す
も
、
隷
は
戸

　
　
に
坐
さ
ざ
る
の
謂
な
り
（
二
二
）
。

　
こ
の
訓
読
は
、
釈
文
の
句
読
に
よ
っ
て
い
る
が
、
第
二
〇
簡
・
第
二
一
簡
は
甚
だ
難
解
で
あ
る
。
こ
の
両
簡
の
接
続
関
係
に
は
問
題
が
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
句
読
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
同
居
と
は
同
一
戸
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
も
と
に
、
こ
の
部
分
を
考
え
な
お
し
て
み
た
い
。
か
っ
て
牧
野
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

金
聾
の
法
律
規
定
上
の
範
”
癬
の
厳
密
性
を
と
か
れ
た
が
、
秦
律
に
お
い
て
も
事
柄
は
ほ
ぼ
同
様
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
釈
文

の
句
読
に
従
う
か
ぎ
り
、
奴
妾
の
主
と
、
そ
の
父
母
が
同
一
戸
に
属
す
る
場
合
に
は
、
奴
妾
の
主
は
盗
主
と
な
り
、
同
一
戸
に
属
さ
な
い
場
合

に
は
盗
主
と
な
ら
な
い
と
解
釈
さ
れ
、
甚
だ
不
合
理
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
部
分
で
奴
妾
と
主
と
が
同
＝
戸
に
属
す
る
か
否
か
と
い
う
区
別
を

立
て
る
こ
と
も
、
奴
妾
が
本
来
「
戸
」
の
所
有
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
法
律
答
問
に
お
け
る
「
盗
」
の
用
法
を
み
る
と
、
　
「
盗
三
百
銭
」
　
「
盗
千
銭
」
　
「
盗
牛
」
と
い
う
よ
う
に
盗
の
対
象
を
明
示
し
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て
い
う
一
般
的
な
場
合
と
、
　
「
害
盗
差
等
而
盗
」
（
一
）
「
求
盗
盗
」
（
三
）
「
夫
妻
子
五
人
共
盗
」
（
＝
三
川
）
と
い
う
よ
う
に
、
盗
の
主
体
が
特

殊
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
主
体
に
重
点
を
置
い
て
対
格
を
と
ら
な
い
場
合
の
二
通
り
が
あ
る
。
釈
文
は
こ
の
部
分
を
前
者
の
場
合
と
し
て
読
ん

で
い
る
が
、
こ
こ
は
後
者
の
場
合
と
し
て
読
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
部
分
は
、
　
「
人
の
奴
妾
が
盗
み
を
働
い
た
場
合

〔
そ
の
奴
妾
の
嶺
の
所
有
者
が
盗
主
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
〕
、
そ
の
奴
妾
の
所
有
者
の
父
母
は
盗
主
と
な
る
か
否
か
（
人
奴
妾
盗
、
其
主
之
父
母
為

君
主
、
且
不
為
）
。
も
し
、
父
母
が
奴
妾
の
所
有
者
で
あ
る
子
と
同
居
し
て
〔
問
一
戸
を
構
成
し
て
〕
い
れ
ば
、
盗
主
と
為
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

ば
盗
主
と
為
ら
な
い
。
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
こ
う
し
て
は
じ
め
て
、
第
二
十
二
簡
の
「
無
為
同
居
、
坐
隷
」
と
い
う
解
釈
に
対
応
す
る

は
ず
で
あ
る
。

　
も
し
、
こ
の
部
分
を
以
上
の
よ
う
に
解
釈
で
き
れ
ば
、
先
に
解
釈
を
保
留
し
た
法
律
答
問
の
第
二
〇
〇
簡
の
「
可
謂
同
居
、
同
居
独
戸
母
之

謂
也
」
と
い
う
奇
妙
な
条
項
に
つ
い
て
も
、
釈
文
と
は
異
っ
た
解
釈
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
今
、
秦
簡
中
に
み
え
る
母
の
字
を
点
検
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
明
瞭
に
葵
の
字
に
つ
く
り
、
ま
た
量
の
宇
も
葵
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
問
題
の
部
分
は
蘇
と
い
う
よ
う
に
読
め
、
母
と
よ
む
に
は
異
体
で
あ
る
。
も
し
、
こ
こ
で
母
と
よ
ま
れ
た
字
が
母
で
も
澱
で
も

な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
母
、
す
な
わ
ち
貫
と
よ
む
し
か
な
い
。
残
念
な
こ
と
に
、
春
鳥
の
中
に
は
心
す
な
わ
ち
貫
の
七
二
が
な
く
、
居
延
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

心
中
の
母
は
、
問
題
の
字
と
異
体
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
栂
が
貫
と
か
か
れ
ず
に
母
と
書
か
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
傍
証
の
一
つ
に

は
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
字
を
貫
と
よ
み
う
る
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
は
「
可
（
何
）
を
か
同
居
と
謂
う
。
同
居
と
は
独
つ
の
池
魚
の
謂
な

り
。
」
と
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
　
「
戸
」
は
、
は
っ
き
り
と
戸
籍
上
の
一
単
位
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
戸
は
同
じ
く
法
律
答
問
（
一
六
五
）
に
、

　
　
可
（
何
）
を
か
戸
及
び
敷
童
を
蔑
し
て
傅
け
ず
と
謂
う
か
。
戸
を
黙
し
て
醸
せ
し
め
ず
、
戸
賦
を
出
さ
し
め
ざ
る
の
謂
な
り
。

と
言
う
よ
う
に
、
戸
賦
の
負
担
の
主
体
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
戸
」
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
個
人
の
特
有
財
産
と
し
て
の
奴
妾
に

つ
い
て
も
、
同
じ
戸
貫
に
属
す
る
限
り
、
そ
の
個
人
の
父
母
が
盗
主
と
し
て
、
密
通
の
罪
に
連
坐
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
一
つ
の
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独
立
の
生
計
の
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
、
基
本
的
に
は
、
そ
れ
が
所
有
の
単
位
で
も
あ
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

　
最
後
に
、
以
上
の
想
定
を
ふ
ま
え
て
、
先
述
の
非
公
室
告
と
よ
く
似
た
法
律
上
の
取
り
扱
い
を
う
け
る
家
罪
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
法
律
答
聞
（
一
〇
六
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
じ

　
　
家
人
の
父
の
晴
の
家
皐
（
罪
）
を
論
ず
る
や
、
父
死
し
て
諦
（
甫
）
め
て
之
を
偏
す
る
も
聴
く
薫
れ
。
可
（
何
）
を
か
家
皐
（
罪
）
と
謂
う
。
家
皐
（
罪
）

　
　
な
る
者
は
、
父
、
人
及
び
奴
妾
を
殺
し
傷
つ
け
た
る
に
、
父
死
し
て
之
を
告
す
る
も
治
す
る
勿
れ
。

と
言
い
、
法
律
答
問
（
一
〇
八
）
に
、

　
　
可
（
何
）
を
か
家
皐
（
罪
）
と
謂
う
。
父
子
同
居
し
、
父
の
臣
贈
答
産
を
殺
し
轟
け
、
及
び
之
を
盗
む
に
、
父
巳
に
死
し
て
或
は
漏
す
る
も
、
聴
く
回
れ
。

　
　
是
を
家
睾
（
罪
）
と
胃
（
謂
）
う
。

と
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
非
公
室
告
と
家
罪
と
を
分
つ
も
の
は
、
　
「
父
死
し
て
」
と
い
う
部
分
と
、
　
「
父
子
同
居
し
て
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
二

つ
の
部
分
が
、
互
に
関
連
し
て
、
非
公
室
告
と
家
罪
の
相
異
を
構
成
し
て
い
る
と
す
る
と
、
家
罪
と
は
、
父
子
が
同
居
し
て
（
同
一
戸
立
を
構
成

し
て
）
い
る
場
合
の
規
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
同
居
の
事
実
が
、
父
が
死
ん
だ
あ
と
で
も
効
力
を
も
っ
て
い
る
点
に
、
　
「
室
」
と
「
家
」

の
ち
が
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
　
「
室
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
中
で
罪
が
お
か
さ
れ
て
も
、
告
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
が
、
父

の
死
後
に
は
、
告
が
許
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
　
「
家
」
の
場
合
に
は
、
父
と
子
の
同
居
、
同
＝
　
籍
へ
の
登
録
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、

父
の
死
亡
後
の
告
も
許
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
告
を
受
け
て
も
問
罪
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
室
」
と
「
家
」
は
い

ず
れ
も
、
刑
法
上
の
一
単
位
で
あ
る
が
、
　
「
家
」
は
同
時
に
、
税
法
上
の
「
戸
」
に
一
致
し
、
よ
り
強
い
共
同
体
的
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
、
通
常
の
言
葉
で
言
い
か
え
れ
ば
、
　
「
室
」
は
族
に
、
　
「
家
」
は
家
に
あ
た
る
こ
と
を
意
味
し
ょ
う
。

　
以
上
で
、
秦
律
に
お
け
る
、
法
律
的
概
念
と
し
て
の
「
室
」
　
「
戸
」
　
門
卑
し
の
範
瞬
の
内
容
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
が
、

こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
垂
範
麟
と
、
日
常
用
語
と
し
て
の
そ
れ
と
の
区
鯛
と
関
連
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
当
時
の
日
常
用
語
と
し
て
の
戸
と
室
に
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④

つ
い
て
は
、
す
で
に
牧
野
氏
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
が
、
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
　
「
室
に
入
る
に
、
戸
に
由
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
よ
う

に
、
部
屋
と
し
て
の
室
と
、
そ
こ
に
必
ら
ず
設
け
ら
れ
て
い
る
ド
ア
と
し
て
の
戸
で
あ
る
と
雷
え
よ
う
。
こ
の
日
常
語
と
し
て
の
語
義
を
基
礎

に
定
義
づ
け
ら
れ
た
、
法
律
上
の
「
室
」
　
「
戸
」
に
お
い
て
も
、
　
「
戸
」
は
「
室
」
に
ふ
く
ま
れ
、
　
「
室
」
の
一
部
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う

点
で
、
日
常
の
語
義
を
つ
た
え
て
い
る
が
、
一
方
法
律
語
と
し
て
の
「
戸
」
が
、
現
実
に
は
、
複
数
の
室
の
所
有
主
体
で
あ
っ
た
り
、
現
実
の

一
室
に
、
法
律
上
の
戸
が
複
数
居
住
す
る
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
言
葉
の
二
重
の
含
意
が
、
事
態
の
表
現
に
錯
綜
し
た
モ
メ

ン
ト
を
与
え
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
予
想
し
て
お
い
て
よ
い
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
「
戸
」
隠
同
居
の
内
容
に
つ
い
て
、
前
節
で
の
商
鞍
の
変
法
に
お
け
る
分
丁
令
の
性
格
が
、
そ
の
後

の
秦
律
の
体
系
に
そ
の
ま
ま
受
け
つ
が
れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
　
そ
こ
で
は
、
　
こ
こ
で
兇
た
よ
う
な
、
　
父
子
岡
居
あ
る
い
は
複
数
壮
丁
を
含
む

「
戸
」
雛
「
家
」
の
存
在
は
極
め
て
例
外
的
な
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
秦
律
十
八
種
（
八
四
～
八
五
）
に
ひ
く
金
布
律
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぐ

　
　
牧
し
て
公
の
嘉
生
を
将
っ
て
殺
し
、
之
を
塞
げ
て
未
だ
賞
（
償
）
な
わ
ず
、
及
び
、
之
を
些
し
て
未
だ
（
八
四
）
備
ら
ず
し
て
死
せ
ば
、
皆
練
を
出
し
、

　
　
識
㌘
同
居
に
費
む
る
舞
か
れ
（
八
五
）
。

と
あ
る
の
は
、
　
「
戸
」
に
壮
年
の
父
を
含
ま
な
い
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
秦
律
最
適
（
三
九
）
に
は
、

　
　
戌
律
に
濯
う
。
同
居
は
蚊
び
て
行
か
し
む
る
億
か
れ
。
県
の
重
夫
・
尉
及
び
士
吏
、
戌
に
行
か
し
む
る
に
律
を
以
っ
て
せ
ざ
れ
ば
、
賀
二
甲
。

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
一
「
戸
」
内
に
、
複
数
の
壮
丁
の
存
在
す
る
こ
と
を
予
想
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
法
律
答
問
（
七
一
）
に
、

　
　
士
五
（
伍
）
甲
、
白
癬
く
、
其
の
弟
の
子
を
以
っ
て
後
と
為
し
、
与
に
周
食
し
て
、
檀
に
之
を
殺
せ
ば
当
に
棄
漬
す
べ
し
。

と
あ
り
、
同
じ
く
答
問
（
七
二
）
に
、

　
　
擾
に
其
の
子
を
刑
し
介
す
れ
ぱ
濾
（
講
）
ぜ
し
む
。
可
（
何
）
を
か
鬼
子
と
謂
う
。
其
の
男
を
卜
し
て
、
爵
の
後
と
為
し
、
及
び
、
臣
邦
の
鴛
長
の
置
き

　
　
て
後
大
（
太
）
子
と
為
す
は
、
皆
後
子
為
り
。
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と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
む
し
ろ
、
家
長
と
適
子
は
、
同
居
し
て
同
＝
戸
を
構
成
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
こ
で
「
其
の
男

を
署
し
て
、
爵
の
後
と
な
し
」
と
い
う
門
題
し
は
、
同
じ
く
富
江
（
エ
ハ
六
）
の
門
女
子
己
官
」
に
注
し
て
「
官
に
評
す
る
」
と
あ
る
の
と
同
様
、

正
式
に
官
府
に
登
録
す
る
こ
と
を
意
味
し
ょ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
同
二
戸
を
構
成
す
る
適
帰
の
官
府
へ
の
正
式
の
申
告
に
よ
る
爵
の
継
承
と
い

う
状
況
は
、
こ
の
想
定
に
適
合
的
で
あ
る
と
考
え
う
る
。

　
こ
の
場
合
、
嘉
言
（
七
二
）
に
み
え
る
父
と
適
長
子
の
同
居
は
、
適
長
子
が
未
成
年
で
あ
る
時
の
こ
と
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
先
に
み
た
法
律

答
問
（
一
〇
六
）
に
は
、

　
　
家
人
の
父
の
隣
の
家
罪
を
論
ず
る
に
、
父
死
し
て
諦
（
甫
）
め
て
之
を
告
ぐ
る
も
聴
く
勿
れ
。
可
（
何
）
を
か
墨
壷
（
罪
）
と
調
う
。
家
並
（
罪
）
な
る

　
　
者
は
、
父
、
人
及
び
奴
妾
を
殺
し
傷
つ
く
る
に
、
父
死
し
て
之
を
算
す
る
も
治
す
る
容
れ
。

法
律
答
問
（
一
〇
八
）
に
、

　
　
可
（
何
）
を
か
家
乗
（
罪
）
と
謂
う
。
父
子
同
居
し
、
父
の
臣
妾
畜
産
を
殺
し
、
傷
つ
け
、
及
び
之
を
盗
む
に
、
父
已
に
死
し
て
或
は
告
す
る
も
聴
く
勿

　
　
れ
。
是
を
家
皐
（
罪
）
と
胃
（
謂
）
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
父
子
同
居
の
家
の
犯
罪
行
為
で
あ
る
家
島
に
つ
い
て
、
父
子
が
と
も
に
、
人
や
素
語
の
殺
傷
の
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
壮
丁
父
子
の
同
居
が
珍
ら
し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
史
料
か
ら
は
、
商
鞍
の
変
法
後
の
秦
の
法
体
系
に
お
い
て
は
、
父
母
の
適
長
子
と
の
同
居
、
す
な
わ
ち
同
一
年
前
へ
の
登
録

が
む
し
ろ
普
通
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
、
前
節
で
の
考
証
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
次
の
課
題
で
あ
る
。

　
①
　
注
釈
は
、
里
典
と
は
里
正
の
正
が
始
皇
帝
の
名
、
政
を
お
か
す
た
め
に
書
き
か
　
　
　
　
　
は
明
確
に
異
体
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
母
で
な
く
貫
に
な
っ
て
い
る
が
、
別

　
　
え
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
同
編
＝
二
八
三
等
に
み
え
る
貫
は
釈
文
が
正
し
い
と
す
る
と
貝
は
な
く
栂
と
か

　
②
　
前
掲
「
漢
代
の
家
族
型
態
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
、
母
と
甚
だ
区
別
し
に
く
い
。

　
③
　
居
延
漢
簡
中
の
貫
の
字
に
つ
い
て
は
、
貫
賛
と
い
う
人
名
が
数
欄
所
に
あ
ら
わ
　
　
　
　
④
　
前
掲
「
岩
代
に
お
け
る
家
族
の
大
き
さ
」

　
　
れ
、
例
え
ば
、
居
延
漢
簡
甲
編
二
〇
三
二
等
に
よ
み
と
れ
る
よ
う
に
、
母
や
騨
と
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五
　
商
鞍
の
変
法
に
お
け
る
賦

秦国の家族と商鞍の分異令（佐竹）

　
商
鞍
の
変
法
時
と
変
法
後
の
秦
に
お
け
る
賦
の
聞
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
二
つ
の
対
立
す
る
考
え
方
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
②

　
そ
の
第
一
は
、
加
藤
繁
琉
、
西
嶋
定
生
氏
の
よ
う
に
、
誓
言
変
法
に
お
け
る
賦
を
口
賦
と
考
え
、
誌
代
の
算
賦
の
直
接
の
前
身
と
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
あ
り
、
第
二
は
、
守
屋
美
都
雄
氏
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
家
を
対
象
と
し
て
、
智
謀
・
衣
服
等
の
持
高
に
応
じ
て
軍
事
上
の
負
担
を
課
す
る
い

わ
ば
戸
賦
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
最
初
に
、
第
一
説
か
ら
み
る
と
、
加
藤
氏
は
ま
ず
漢
書
巻
四
九
の
晃
嵩
高
に
よ
っ
て
、
秦
代
に
箕
賦
が
存
在
し
た
と
し
、
さ
ら
に
漢
代
の
箕

賦
と
秦
孝
公
十
四
年
に
創
設
せ
ら
れ
た
賦
と
が
、
軍
賦
と
し
て
名
実
と
も
に
一
致
し
て
い
た
こ
と
を
多
方
面
の
資
料
か
ら
推
測
し
、
結
論
と
し

て
孝
公
十
四
年
の
賦
と
、
漢
の
箕
賦
と
を
同
一
制
度
と
断
定
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
守
屋
美
都
雄
氏
の
場
合
に
は
、
商
鞍
の
変
法
に
お
け
る
賦
の
前
身
と
し
て
、
他
国
の
新
森
や
丘
賦
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
個

々
の
家
を
直
接
対
象
と
し
な
い
収
奪
を
想
定
し
、
商
鞍
の
変
法
は
、
こ
の
よ
う
な
微
税
法
を
改
め
て
、
個
々
の
家
を
税
負
担
の
単
位
と
し
て
設

定
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
秦
の
賦
を
そ
の
前
史
と
の
関
連
で
考
え
よ
う
と
さ
れ
た
点
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
論
旨
は
十
分

に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
、
史
記
商
翼
列
伝
に
記
さ
れ
た
「
民
有
二
男
以
上
、
不
分
異
者
、
倍
其
賦
」
と
い
う
分
樹
令
は
、
す
で
に
孝
公

三
年
の
第
一
次
変
法
に
み
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と
と
秦
本
紀
及
び
年
表
の
孝
公
十
四
年
条
に
か
け
ら
れ
た
「
初
心
賦
」
と
い
う
記
事
と
は
丁
年

の
上
で
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
加
藤
氏
は
、
商
君
列
伝
に
み
え
る
変
法
令
の
実
際
の
施
行
に
は
前
後
が
あ
り
、
分
異
令
が
現
実
に
行
な
わ
れ
た
の
は
孝

公
十
四
年
の
賦
の
創
設
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
守
屋
氏
は
、
二
つ
の
記
事
の
、
編
年
自
体
を
序
題
と
し
て
、

「
初
為
賦
」
の
記
事
は
、
　
「
本
来
孝
公
四
年
に
か
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
、
あ
や
ま
っ
て
十
四
年
に
配
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
も
孝
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公
五
年
が
、
た
ま
た
ま
魏
の
恵
王
の
十
四
年
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
誤
っ
て
配
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
疑
わ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
西
嶋
氏
は
、
加
藤
氏
と
同
様
に
、
秦
代
の
賦
を
口
賦
と
想
定
さ
れ
、
第
一
次
変
法
に
お
け
る
分
異
の
法
は
、
第
二
次
変
法
に
お
け
る

「
父
子
兄
弟
同
室
内
鞘
の
禁
」
と
と
も
に
、
新
開
搦
地
あ
る
い
は
、
新
県
に
対
す
る
移
住
者
を
分
出
さ
せ
る
た
め
の
規
定
で
あ
っ
て
、
十
四
年

の
「
初
為
賦
」
は
、
十
三
年
の
「
初
為
県
」
の
記
録
と
対
応
し
て
、
新
県
に
お
い
て
は
じ
め
て
賦
が
微
収
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
の
争
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
商
軟
の
変
法
に
お
け
る
賦
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
一
口
賦
と
と
る
の
か
、
戸
賦
と

と
る
の
か
一
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
商
軟
の
第
一
次
変
法
（
孝
公
三
年
）
の
記
録
に
あ
ら
わ
れ
る
「
賦
」
と
、
孝
公
十
四
年
条

の
「
初
蝶
賦
」
の
記
事
に
お
け
る
「
賦
」
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
、
そ
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
は

編
年
の
問
題
に
波
及
す
る
。

　
ま
ず
、
第
一
点
に
つ
い
て
い
う
と
、
口
賦
説
に
と
っ
て
、
秦
簡
の
発
見
に
よ
っ
て
、
一
見
都
合
の
悪
い
事
態
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
そ
こ
で
戸
賦
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
守
屋
氏
の
説
か
れ
た
よ
う
な
形
で
の
秦
代
戸
賦
説
が
成
立
す
る
か
否
か
は
、
あ
ら
た
め
て
秦
簡
に

み
え
る
戸
賦
の
性
質
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
秦
代
の
賦
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
先
に
み
た
法
律
答
問
（
一
六
五
）
の

　
　
可
（
何
）
を
か
戸
及
び
敷
童
を
甕
し
て
傅
け
ず
と
謂
う
か
。
戸
を
潔
し
て
駆
せ
し
め
ず
、
戸
賦
を
出
さ
重
め
ざ
る
の
謂
な
り
。

と
い
う
一
文
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
文
は
、
竹
簡
約
二
五
㎝
の
う
ち
、
上
部
約
一
三
㎝
ま
で
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
下
は
全
く
空
白
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
こ
の
問
答
は
全
体
と
し
て
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る
と
、
答
え
の
部
分
は
、
　
「
戸
を
匿
す
」
こ
と
に

対
す
る
答
え
に
と
ど
ま
ら
ず
、
　
「
戸
及
び
怪
童
を
弄
す
」
こ
と
に
対
す
る
圓
答
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
「
戸
を
匿
す
」

こ
と
と
、
　
「
昏
乱
」
を
嚇
す
こ
と
は
、
実
際
に
は
同
義
で
あ
り
、
戸
賦
と
は
、
そ
の
戸
内
の
敷
童
に
課
せ
ら
れ
る
賦
の
総
計
に
過
ぎ
ず
、
戸
賦
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の
内
容
は
口
賦
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
推
定
で
き
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
果
し
て
、
赦
童
を
こ
の
よ
う
に
、
賦
の
課
せ
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
成
人
男
子
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
秦
律
雑
砂
（
三
二
～
三
三
）
の
傅
律
が
参
考
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

　
　
数
童
を
航
し
、
及
び
、
癖
（
疲
）
を
航
し
て
審
な
ら
ざ
れ
ぼ
、
典
・
老
は
縦
耐
。
＠
百
姓
老
に
当
ら
ず
、
老
時
に
至
り
て
請
を
用
い
ず
、
敢
え
て
酢
（
詐
）

　
　
偽
を
為
す
も
の
は
、
賀
（
三
二
）
二
甲
。
典
・
上
告
せ
弗
ん
ば
、
各
々
一
甲
。
伍
人
は
戸
ご
と
に
一
盾
。
皆
之
を
悪
（
遷
）
す
。
傅
律
（
三
三
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
部
分
の
注
釈
に
は
、
　
「
敷
と
は
即
ち
敷
で
あ
り
健
壮
の
意
で
あ
る
。
敷
童
と
は
、
戸
籍
に
傅
け
ら
れ
る
前
の
男
子
、
即
ち

唐
戸
令
中
の
中
背
で
あ
っ
て
、
丁
が
な
け
れ
ば
、
選
ん
で
軍
に
あ
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
一
説
に
は
、
敷
は
遽
遊
の
義
で
あ
り
、
敷
童
と

は
、
漢
武
帝
が
か
っ
て
徴
発
し
て
従
軍
さ
せ
た
『
悪
少
年
』
で
あ
ろ
う
と
。
」
と
い
う
。

　
し
か
し
、
た
と
え
翌
翌
が
成
人
男
子
と
全
く
同
義
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
前
条
で
み
た
よ
う
に
戸
賦
の
負
担
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

傅
籍
前
の
男
子
と
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
に
み
え
る
。
そ
こ
で
別
に
資
料
を
さ
ぐ
る
と
、
漢
書
巻
一
上
、
高
帝
紀
二
年
五
月
の
条
に
、

　
　
蒲
何
発
関
中
老
弱
未
傅
者
、
悉
詣
軍

と
あ
り
、
そ
の
如
淳
注
に
は
、

　
　
律
、
年
二
十
三
、
傅
之
諸
官
。
各
従
其
父
疇
下
之
。
高
不
満
六
尺
二
寸
以
下
為
罷
羅
。
…
…
今
老
弱
未
嘗
傅
老
皆
発
之
。
未
二
十
三
二
等
、
過
五
十
六
為

　
　
老
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
「
高
不
満
六
尺
二
寸
以
下
為
罷
痙
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
の
秦
律
黒
砂
の
一
文
は
「
乱
訴
を
直
し
た
り
、
成
人

で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
身
長
以
下
で
兵
役
に
不
適
格
の
も
の
を
申
告
す
る
の
に
、
ご
ま
か
し
が
あ
れ
ば
、
里
正
・
里
老
人
は
賦
耐
。
」
と
い
う

よ
う
に
読
め
よ
う
。
こ
こ
で
も
敷
童
は
兵
役
に
あ
た
る
べ
き
成
年
男
子
の
意
と
思
わ
れ
る
。

　
秦
律
以
外
に
論
議
の
用
例
を
求
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
新
書
巻
六
、
春
秋
に
み
え
る
傲
童
は
、
そ
の
一
例
と
み
な
し
う
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
郷
の
穆
公
の
徳
が
た
た
え
ら
れ
た
あ
と
、
か
れ
の
死
後
の
人
民
の
悲
し
み
を
の
べ
て
、
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酷
家
不
簾
其
酒
、
屠
者
罷
列
而
帰
。
傲
童
謡
謳
歌
、
春
下
話
不
相
杵
。
婦
女
扶
珠
環
、
大
夫
釈
決
聾
。

と
表
現
し
て
い
る
。
落
丁
と
屠
者
が
対
に
な
り
、
婦
女
と
大
夫
が
対
に
な
る
こ
の
表
現
形
式
の
中
で
、
春
望
と
い
う
力
役
と
対
に
な
る
傲
童
は

兵
役
従
事
者
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
よ
う
な
想
定
が
成
立
す
れ
ば
、
法
律
答
問
（
一
九
八
）
に
、

　
　
可
（
何
）
を
か
衛
（
率
）
敷
と
謂
う
。
里
典
に
当
る
の
謂
な
り
。

と
あ
る
部
分
は
、
壮
蚕
の
統
率
に
あ
た
る
里
正
を
、
率
敷
と
称
す
る
と
し
て
甚
は
だ
理
解
し
や
す
い
。
成
年
男
子
を
童
と
表
現
す
る
の
は
、
例

え
ば
わ
が
国
で
、
　
「
み
つ
み
つ
し
、
久
米
の
子
ら
が
」
と
い
う
の
と
相
通
じ
る
表
現
で
あ
ろ
う
。

　
つ
い
で
に
い
え
ば
、
敷
童
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
れ
ば
、
贅
婿
の
意
味
に
も
新
し
い
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
家
貧
子
壮
丁
出

歯
」
と
い
う
よ
う
に
、
壮
男
に
な
っ
て
の
奴
隷
に
近
い
思
入
り
で
あ
り
、
贅
は
敷
と
見
か
ら
な
っ
て
お
り
、
金
で
か
わ
れ
た
寺
男
の
意
で
あ
ろ

㍉
つ
。

　
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
商
鞍
の
第
一
次
変
法
に
お
け
る
賦
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
、
率
然
と
「
民
に
二

男
あ
り
て
分
異
せ
ざ
る
着
は
、
そ
の
賦
を
倍
に
す
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
雷
わ
れ
て
い
る
賦
と
は
、
商
量
の
変
法
以
前

に
お
け
る
秦
の
収
奪
体
系
と
し
て
の
賦
で
あ
っ
て
、
変
法
後
の
そ
れ
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
果
し
て
こ
の
よ
う
な
賦
が
、
こ
こ
で
見
た
よ
う

に
、
課
試
等
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
よ
う
な
、
事
実
上
の
口
癖
と
し
て
の
戸
賦
で
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
商
鞍
の
変
法
以
前

に
存
在
し
た
秦
の
賦
が
、
商
鞍
変
法
以
後
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
直
接
に
史
料
か
ら
解
答
を
ひ
き
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
守
屋
氏
も
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
時
期
以
前
の
各
国
の
賦
が
、
誌
面
・
丘
石
心
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
戸
賦
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
秦
国
と

て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
と
無
縁
で
あ
り
え
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
商
鞍
の
変
法
に
お
い
て
は
、
従
来
の
賦
の
性
格
を
変
え
る
よ
う
な
、

何
ら
か
の
政
策
が
と
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
漢
代
の
五
重
に
つ
な
が
る
よ
う
な
戸
賦
の
制
度
が
確
立
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
加
藤
氏
や
守
屋
氏
の
よ
う
に
、
孝
公
四
～
五
年
、
あ
る
い
は
孝
公
十
四
年
に
、
初
め
て
従
来
と
異
っ
た
賦
が
作
ら
れ
、
し
か
も
「
民
の
二
男
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以
上
有
っ
て
分
号
せ
ざ
る
者
の
賦
を
倍
に
」
し
た
と
考
え
る
と
、
商
鞍
は
、
こ
の
時
、
一
方
で
従
来
の
賦
の
調
度
と
は
異
っ
た
戸
賦
の
綱
度
を

創
出
し
、
し
か
も
同
時
に
、
工
男
以
上
に
し
て
分
売
せ
ざ
る
民
の
戸
の
戸
賦
の
倍
微
を
決
定
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
制
度
の
改
革
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
乱
暴
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
欝
欝
の
第
一
次
変
法
の
狙
い
は
、
こ
れ
ま
で
の
春
秋
的
な
型
態
の
秦
の
賦
の
あ
り
方
に
変
更
を
加

え
よ
う
と
す
る
点
に
あ
り
、
そ
れ
が
第
二
次
変
法
に
よ
っ
て
徹
底
さ
れ
、
孝
公
十
四
年
の
改
革
に
よ
っ
て
、
新
し
い
戸
賦
と
し
て
の
賦
の
あ
り

方
が
最
終
的
に
確
立
し
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
商
鞍
の
第
一
次
変
法
に
お
け
る
分
遣
令
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
ま
た
字
引
法
律
声
問
（
一
六
五
）
に
戸
の
掌
握
と
壮
男
の
掌
握
と
が
鰻
筒
さ

れ
て
い
る
点
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
成
年
に
達
し
た
男
子
一
人
一
人
を
賦
の
対
象
と
し
て
把
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
た
。

　
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
従
来
の
徴
税
単
位
を
分
割
し
、
や
が
て
は
新
た
に
微
税
単
位
と
し
て
の
「
戸
」
を
設
定
す
る
べ
く
方
向
づ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
従
来
の
徴
税
単
位
は
何
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
が
、
筆
老
は
、
憶
測
の
範
囲
を
出
な
い
が
、
こ
れ
を
室
で
あ
っ

た
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
春
秋
時
代
の
族
の
財
産
が
、
室
で
も
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
秦
律
に
お
け
る
「
室
」
が
、
戸

を
つ
つ
み
こ
ん
で
、
父
島
権
の
及
ぶ
範
囲
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
春
秋
時
代
の
族
の
範
囲
を
先
に
み
た
よ
う
に
、

郵
玄
に
従
っ
て
「
土
豪
弟
・
己
昆
弟
・
主
語
弟
」
と
想
定
す
る
と
、
商
鞍
変
法
の
直
前
の
族
は
、
お
そ
ら
く
「
父
母
・
妻
子
・
同
気
」
か
ら
な

る
も
の
で
あ
り
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
秦
律
に
い
う
「
室
」
の
範
囲
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
商
鞍
変
法
以
前
に
、
こ
の
よ
う
な
室
が
存
在
し
、

室
賦
が
そ
こ
か
ら
微
収
さ
れ
て
い
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
に
新
税
法
に
よ
っ
て
壮
丁
一
人
一
人
の
分
異
を
誘
導
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
ほ
ぼ
単
家

族
か
ら
な
る
「
戸
」
を
微
税
の
単
位
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
政
策
が
一
定
の
効
果
を
あ
げ
る
の
を
ま
っ
て
、
単
三
は
第
二
次
の
変
法
令
を
発
し
た
。
　
そ
こ
で
は
、
当
面
の
闇
題
に
つ
い
て

「
学
窓
父
子
兄
弟
、
同
室
内
息
者
為
禁
」
と
規
定
し
て
お
り
、
前
述
の
如
く
、
商
軟
が
当
時
の
雪
国
の
「
父
子
に
密
な
く
、
同
室
に
し
て
居

る
」
事
態
を
改
善
し
た
と
誇
っ
た
の
と
軌
を
一
に
し
た
表
現
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
実
際
に
め
ざ
さ
れ
た
の
は
、
直
接
に
は
現
実
の
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同
室
内
居
住
の
解
消
で
は
な
く
、
漁
舟
農
民
夫
婦
を
少
く
と
も
名
匠
的
に
は
戸
と
し
て
、
国
家
に
申
告
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第

一
次
変
法
が
室
の
分
解
の
税
法
に
よ
る
誘
導
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
二
次
変
法
令
で
は
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
法
令
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。
か
く
て
こ
こ
に
「
賦
税
平
ら
か
な
る
」
結
果
が
生
れ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
従
来
の
室
賦
の
崩
壊
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
前
史
を
う
け
て
、
　
「
藤
里
賦
」
と
い
う
史
記
の
本
紀
と
年
表
の
孝
公
十
四
年
の
記
録
の
意
味
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ

「
初
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
漢
代
人
の
考
え
る
形
で
の
賦
、
田
賦
で
も
、
登
算
で
も
、
　
「
室
賦
」
で
も
な
い
些
事
と
し

て
の
賦
が
成
立
し
た
こ
と
を
含
意
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
以
上
の
仮
説
の
成
否
を
一
層
立
ち
入
っ
て
確
か
め
る
た
め
に
、
司
馬
遷
が
そ
の
年
表
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
用
意
を
も
っ
て
「
初
」

の
語
を
用
い
た
か
を
確
か
め
て
み
よ
う
。

　
次
葉
に
か
か
げ
る
の
は
、
史
記
の
年
表
に
お
い
て
、
　
「
初
」
か
ら
は
じ
ま
る
記
事
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
覧
表
を
見
れ
ば
、
司
馬
遷
が
相
当
の
熟
慮
を
も
っ
て
、
糊
代
の
諸
舗
度
の
起
源
を
追
求
し
、
粗
代
の
重
要
な
諸
制
度
の
起
源
を
確
定

す
る
努
力
を
は
ら
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
封
建
制
度
の
起
源
、
中
央
の
公
式
行
事
の
起
源
、
官
僚
綱
度
の
起
源
、
賦

税
制
度
の
起
源
等
が
、
あ
る
場
合
に
は
、
税
畝
↓
租
禾
↓
賦
と
い
う
一
連
の
記
事
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
初
」
と
よ
く
似
た

「
始
」
が
、
　
「
始
封
周
宣
王
母
弟
」
（
十
二
諸
侯
年
表
・
周
宣
王
一
三
年
）
「
（
秦
）
三
士
為
諸
侯
」
（
同
、
幽
王
十
一
年
）
「
昂
奮
王
、
王
不
礼
」
（
同
、

桓
王
三
年
）
と
い
う
よ
う
に
、
単
に
最
初
の
事
件
を
記
し
て
い
る
の
と
明
確
に
書
き
わ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
初
」
の
用
法
全
体
を
こ
の
よ
う
に
、
制
度
の
起
源
に
限
っ
て
考
え
る
の
に
、
や
や
不
安
な
の
は
、
六
国
年
表
周
威
烈
王
二
三
年
の
韓
魏
趙

に
つ
い
て
、
　
「
初
合
一
」
と
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
侯
爵
の
起
源
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

は
「
魏
・
韓
∵
趙
、
始
列
為
諸
侯
」
と
も
併
記
さ
れ
て
お
り
、
本
来
は
事
件
と
し
て
と
り
あ
つ
か
う
べ
き
で
あ
る
が
、
封
建
制
度
変
質
の
起
点

と
し
て
の
意
味
か
ら
「
初
」
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
年
表
に
お
け
る
「
初
」
の
用
法
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
代
年
表
の
「
初
封
」
、
今
こ
こ
で
み
た
、
十
二
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史
記
年
蓑
で
「
初
」
を
冠
せ
ら
れ
た
記
事

年
表
一

紀
　
　
　
　
年

コ
U
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
↑
一
一
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可

三
代
世
蓑

成
　
王
　
諦

初
野
（
魯
周
・
斉
太
・
薔
唐
・
棊
悪
・
楚
熊
、
宋
微
・
衛
康
、
陳
胡
・
蒙
叔
・
曹
叔
・
燕
召
）

十
二
諸
侯
年
表

平
王
元
年
（
前
七
七
〇
）

初
立
西
階
、
祠
白
帝
（
秦
）

ク

恵
王
元
年
（
前
六
七
六
）

初
作
伏
、
祠
社
、
礫
狗
邑
四
門
（
秦
）

ク

定
王
十
三
年
（
前
五
九
四
）

初
税
畝
（
魯
）

六
国
年
表

威
烈
王
十
七
年
（
前
四
〇
九
）

初
令
吏
帯
剣
（
棊
）

ク

〃
　
十
八
年
（
前
照
○
八
）

初
租
禾
（
秦
）

ク

〃
二
十
三
年
（
前
閣
〇
三
）

初
為
侯
（
韓
・
魏
・
趙
）
魏
・
韓
・
趙
、
始
列
為
諸
侯
、

〃

安
王
二
十
三
年
（
前
三
七
九
）

初
県
蒲
・
藍
田
・
善
明
氏
（
秦
）

〃

顕
王
十
九
年
（
前
三
五
〇
）

初
取
小
昆
為
三
十
一
県
令
、
為
田
開
降
階
（
秦
）

ク

〃
　
二
＋
年
（
前
三
四
九
）

初
為
県
、
有
秩
史
（
秦
）

〃

〃
二
十
一
年
（
前
三
四
八
）

初
為
賦
（
秦
）

〃

〃
四
十
三
年
（
前
三
二
六
）

初
藤
、
会
龍
門
（
秦
）

〃

報
王
穴
年
（
前
三
〇
九
）

初
置
丞
相
（
秦
）

〃

秦
荘
裏
王
三
年
（
前
一
西
七
）

初
鍛
太
原
郡
（
秦
）

〃

秦
始
皇
五
年
（
前
二
四
二
）

初
置
束
郡
（
秦
）

〃

ク
ニ
十
六
年
（
前
一
三
一
）

初
井
天
下
、
立
為
皇
帝
（
秦
）

諸
侯
年
表
の
「
初
税
畝
し
と
、
六
国
年
表
の
「
初
冬
侯
」
（
韓
魏
趙
）
の
三
つ
の
記
事
を
除
き
、
司
馬
遷
が
年
表
に
お
い
て
、
　
「
初
」
を
冠
し
た

記
事
は
全
て
秦
に
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
三
条
の
う
ち
魯
の
「
初
蝉
畝
」
は
、
春
秋
経
の
宣
公
十
五
年
八
月
条
を
う
け
て
お
り
、
司
馬
遷
は
「
初
蝉
」
か
ら
「
初
為
侯
」
ま
で
を

本
来
の
封
建
の
時
代
と
し
、
　
「
初
税
畝
」
を
そ
の
変
化
の
起
点
と
想
定
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
来
、
年
表
に
お
け
る
秦
国
に
関
連
す

る
記
事
は
他
の
諸
国
に
比
し
て
決
し
て
多
く
な
い
。
む
し
ろ
よ
ほ
ど
少
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
司
馬
遷
が
春
秋
以
降
漢
代
に
至
る
重
要
な
諸
輝
度
の
起
源
を
全
て
秦
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
判
断
の
上
で
年
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表
を
撰
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
秦
孝
公
十
四
年
条
に
、
　
「
男
芸
賦
」
と
「
初
」
の
語
を
用

い
て
い
る
こ
と
は
、
か
れ
が
、
こ
こ
に
磐
代
の
算
賦
の
前
身
と
し
て
の
賦
一
お
そ
ら
く
は
実
質
上
口
賦
と
し
て
の
戸
賦
　
　
の
成
立
を
み
と

め
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
分
異
令
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
、
も
う
一
つ
の
学
説
史
上
の
対
立
点
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
は
、
守
屋
美
都
雄
馬
が
、
霊
異
令
の
目
的
と
し
て
、
大
族
の
分
解
と
家
の
細
分
化
に
よ
る
農
民
の
生
産
意
欲
へ
の
刺
激
を
ね
ら
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西
嶋
定
生
氏
が
、
藩
邸
令
の
第
一
の
目
的
を
「
聚
落
内
に
お
け
る
族
的
秩
序
を
解
体
し
て
」
、
こ
こ
に

生
じ
る
個
別
化
し
た
農
民
を
新
県
に
移
住
せ
し
め
、
中
央
集
権
的
な
郡
県
的
支
配
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
点
に
も
と
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
の
よ
う
な
対
立
は
、
の
ち
に
守
量
氏
が
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
に
は
、
商
鞍
の
分
異
界
の
基
本
的
性
格
を
家
族
法
規
と
み

る
か
、
国
富
に
か
か
わ
る
規
定
と
み
る
か
と
い
う
点
、
さ
ら
に
は
史
料
解
釈
の
相
異
に
起
因
し
て
い
る
。
史
料
解
釈
に
つ
い
て
は
、
問
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
っ
て
い
る
資
料
を
直
接
に
分
異
徒
民
に
よ
る
新
県
の
設
置
と
は
読
め
な
い
こ
と
は
西
嶋
氏
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

表
現
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な
事
実
を
想
定
す
る
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
に
は
、
ふ
れ
え
な
い

が
、
少
く
と
も
酉
嶋
氏
の
説
が
わ
れ
わ
れ
の
理
解
し
う
る
有
力
な
仮
説
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
虚
構
令
の
性
格
づ
け
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
商
鞍
の
分
異
令
が
、
現
実
に
支
配
的
な
家
族
関
係
・

親
族
関
係
の
追
認
で
は
な
く
、
そ
れ
に
相
当
大
き
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
第
一
義
的
に
は
税
法
上

の
問
題
と
関
連
す
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
そ
の
基
本
的
性
格
は
、
国
制
に
か
か
わ
る
規
定
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

は
、
必
ら
ず
し
も
そ
れ
が
、
当
時
の
家
族
型
態
に
関
わ
る
問
題
で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
基
本
的
に
家
族
と
名
づ
け
う
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

う
な
夫
婦
を
主
体
と
す
る
小
血
縁
集
団
の
存
在
は
、
恐
ら
く
は
商
鞍
の
変
法
以
前
に
す
で
に
想
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
上
か
ら
、
支
配
玉

の
手
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
そ
れ
が
、
税
制
の
基
本
的
単
位
と
し
て
、
戸
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
家
族
の
あ
り
方
に
重
要
な
方
向
づ
け
を
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与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
筆
者
は
基
本
的
に
は
、
西
嶋
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
商
鞍
の
分
異
令
は
、
　
「
聚
落
内
に
お
け
る
族
的
秩
序
の

解
体
」
を
め
ざ
し
た
も
の
と
規
定
す
る
見
方
に
与
す
る
け
れ
ど
も
、
実
際
の
西
嶋
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
て
族
的
秩
序
の
解
体
を
通

じ
て
分
出
し
、
新
県
に
移
住
せ
し
め
ら
れ
た
農
民
の
国
家
に
よ
る
掌
握
に
の
み
重
点
が
お
か
れ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
族
的
秩
序
の
解
体
」

そ
の
も
の
が
も
た
ら
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
新
県
の
設
置
が
、
旧
県
の
体
制
に
ど
の
よ
う
な
反
作
用
を

及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
も
直
接
の
分
析
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　
西
嶋
氏
は
、
分
異
令
が
新
県
設
立
の
た
め
の
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
根
拠
と
し
て
、
六
国
年
表
の
記
事
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
孝
公

十
二
年
の
「
糸
取
小
宝
島
三
十
一
県
令
。
為
田
開
降
階
」
、
十
三
年
の
「
初
為
県
、
有
秩
史
」
、
十
四
年
の
「
初
千
三
」
と
あ
る
一
連
の
記
事
を
、

全
て
新
県
の
設
置
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
み
た
よ
う
な
、
年
表
作
製
に
対
す
る
司
馬
遷
の
用
意
を
想
記
す
れ
ば
、

孝
公
十
二
年
に
県
を
つ
く
っ
た
と
記
し
た
直
後
に
、
あ
ら
た
め
て
同
質
の
県
に
対
し
て
「
初
為
県
」
と
記
し
た
り
、
単
に
新
県
の
賦
の
創
設
と

い
う
事
件
に
関
し
て
「
初
為
賦
」
と
記
す
の
は
奇
妙
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
年
表
上
の
「
初
筆
算
」
は
「
初
招
餌
」
　
「
初
租
禾
」
に
つ
ぐ
、
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

制
上
の
大
変
更
を
示
す
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
、
新
県
設
置
の
翌
年
に
、
　
「
初
為
県
」
と
あ
る
こ
と
は
、
十
二
年
の
新
県
設
置
と
平
行
し
て
、
旧
県

の
構
造
に
も
一
定
の
変
化
が
起
り
、
さ
ら
に
新
調
県
制
の
整
備
の
経
験
を
へ
て
、
旧
県
の
県
制
に
も
一
定
の
手
直
し
が
な
さ
れ
、
こ
こ
で
、
漢

代
に
連
な
る
よ
う
な
県
制
が
、
秦
国
の
全
領
域
に
わ
た
っ
て
し
か
れ
た
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
の
「
初
為
賦
」
は
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
連
の
改
革

の
総
仕
上
げ
と
し
て
、
口
窄
を
内
容
と
す
る
下
穿
の
制
度
が
、
秦
国
で
は
じ
め
て
確
定
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
秦
国
に
お
い
て
は
、
商
標
の
変
法
の
最
終
的
結
果
と
し
て
、
少
く
と
も
税
徴
収
の
単
位
と
し
て
は
、
一
戸
一
壮
丁
の
戸
が
戸
賦

の
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
、
郡
県
制
の
下
に
国
家
に
掌
握
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
前
節
の
末
尾
で
み
た
よ
う
に
、
商
鞍
の
変
法
後
の
状
況
を
示

す
秦
律
に
お
い
て
は
、
壮
丁
父
子
の
同
居
が
普
通
の
状
況
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
従
っ
て
、
徴
税
単
位
と
し
て
も
、
商
鞍
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の
変
法
の
直
接
に
意
図
し
た
戸
と
、
そ
の
後
に
一
般
的
に
成
立
し
て
い
た
戸
と
は
、
そ
の
あ
り
方
に
一
定
の
相
異
が
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
商
靱
の
変
法
の
ね
ら
い
が
、
税
負
担
の
単
位
と
し
て
、
一
戸
一
壮
丁

の
単
家
族
の
創
繊
を
め
ざ
し
た
時
、
国
家
と
「
戸
」
を
つ
な
ぐ
中
間
項
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
は
、
従
来
の
「
室
」
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
は
、
公
室
告
・
非
公
室
告
の
区
別
の
例
に
み
え
る
よ
う
に
、
　
一
定
の
父
長
権
の
存
在
が
、
　
「
戸
」
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
設
定

さ
れ
、
そ
こ
に
、
在
地
の
秩
序
維
持
の
機
能
が
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
「
戸
」
が
、
家
計
の
単
位
と
し
て
成
熟
し
て
ゆ
く
と
、

「
戸
」
を
こ
え
た
父
長
権
の
存
在
は
無
意
味
と
な
り
、
こ
の
意
味
で
「
室
」
に
期
待
さ
れ
た
機
能
が
「
戸
」
に
す
い
と
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
家
の
成
熟
に
対
し
て
、
秦
国
の
支
配
者
側
と
し
て
も
、
一
量
口
賦
と
し
て
の
戸
賦
の
制
度
が
確
立
す
る
と
、
そ
こ
で
は
、
一

戸
の
構
成
を
厳
密
に
一
戸
一
壮
丁
に
限
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
た
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
の
結
果
と
し
て
、
実
際
の
変
法
後
の
家

睦
「
戸
」
に
お
い
て
は
、
父
と
適
長
子
の
同
居
が
一
般
的
に
な
っ
た
と
。
さ
ら
に
ま
た
、
従
来
の
族
的
つ
な
が
り
の
単
位
と
し
て
の
「
族
」
「
室
」

を
起
点
と
す
る
こ
の
よ
う
な
分
解
が
、
一
方
で
は
、
い
わ
ゆ
る
単
家
族
を
生
み
だ
し
、
一
方
で
は
、
従
来
の
「
族
」
や
「
室
」
の
血
縁
範
囲
を

家
の
範
臨
に
ふ
く
み
統
率
す
る
豪
族
の
家
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
。

①
　
「
算
賦
に
つ
い
て
の
小
研
究
」
　
（
『
史
林
』
四
の
四
）
、
の
ち
『
支
那
経
済
史
考

　
証
臨
　
（
上
）
に
収
録
。

②
　
前
掲
『
中
国
古
代
帝
國
の
形
成
と
構
造
』
第
五
章
第
三
節
。
な
お
宮
崎
市
定

　
「
古
代
中
国
賦
出
漁
度
」
　
（
『
史
林
』
一
八
の
二
・
三
・
四
、
の
ち
『
ア
ジ
ア
史

　
研
究
第
一
』
に
収
録
。
）
で
も
、
秦
の
賦
を
人
頭
税
と
し
て
い
る
。

③
　
　
「
『
副
肝
徳
』
の
一
解
釈
」
　
（
『
中
国
古
代
の
社
会
と
文
化
』
）
、
の
ち
『
中
国
古

　
代
の
家
族
と
国
家
』
に
収
録
。

④
　
前
掲
「
漢
心
の
家
族
1
そ
の
学
説
史
的
展
望
」

⑤
　
前
掲
譲
五
四
五
頁
。

⑥
和
島
誠
一
「
東
ア
ジ
ア
農
耕
社
会
に
お
け
る
二
つ
の
型
」
（
学
生
社
『
古
代
史

　
講
座
』
二
、
の
ち
『
β
本
考
古
学
の
発
達
と
科
学
蘭
精
神
』
に
収
録
）
、
及
び
宇

　
都
木
章
「
家
族
制
と
邑
制
」
　
（
学
生
社
『
古
代
史
講
座
』
六
）
等
を
参
照
。

⑦
史
記
に
お
け
る
「
秦
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
『
史
記
を
語

　
る
』
　
（
岩
波
新
書
）
参
照
。
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穴
　
お
　
わ
　
り
　
に

乱国の家族と商鞍の分異令（佐竹）

　
以
上
の
考
察
の
結
果
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
、
秦
代
か
ら
漢
初
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
三
族
刑
の
対
象
は
、
通
説
の
如
く
蝋
様
の
範
囲
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
郵
玄

注
に
い
う
よ
う
な
三
族
、
す
な
わ
ち
宗
族
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
春
秋
以
来
の
変
化
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
宗
族
団
体
の
共
同
体
的
機
能
は
次
第
に
後
退
し
て
ゆ
き
、
秦
末
漢
初
に
は
、
こ
の
よ
う

な
団
体
の
最
後
の
後
身
と
し
て
、
父
母
・
妻
子
・
同
産
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
、
か
っ
て
成
人
以
前
に
お
い
て
共
同
の
家
庭
生
活
を
行
っ
て
い
た

事
実
を
基
礎
と
す
る
最
小
限
の
親
族
関
係
が
、
血
縁
共
同
体
専
意
味
あ
い
を
も
ち
な
が
ら
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
団
体
は
、
族
あ
る
い

は
室
の
名
で
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
商
鞍
の
変
法
に
よ
っ
て
、
室
や
族
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
単
家
族
が
、
国
家
の
税
法
上
の
把
握
の
対
象
と
な
る

に
及
ん
で
、
室
や
族
は
分
解
を
と
げ
、
　
「
方
で
は
単
家
族
、
　
「
方
で
は
複
合
的
な
豪
族
の
家
を
生
み
だ
す
母
胎
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
展
開
は
、
必
ら
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
盗
難
に
限
ら
ず
、
遅
速
や
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
ほ
ぼ
全
国
的
に
進
行
し
た
と
思

　
　
　
①

わ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
こ
の
過
程
に
強
く
働
き
か
け
た
の
が
、
新
羅
の
設
定
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
国
家
的
規
模
で
の
小
農
経
営
の

育
成
策
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
小
農
経
営
は
、
一
方
で
は
従
来
の
族
的
結
合
を
は
な
れ
て
自
立
の
過
程
を
た
ど
っ
た
が
、
こ
の
過
程
は
同
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
ら
た
め
て
国
家
の
手
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
。

　
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
形
で
一
定
の
自
立
を
と
げ
て
ゆ
く
小
農
民
が
、
本
稿
で
み
た
よ
う
な
単
家
族
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
例
え
ば
商
鞍
の

変
法
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
と
す
る
百
歩
一
畝
制
か
ら
二
百
四
十
歩
一
白
調
へ
の
転
換
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
従
来
説
か
れ
て
き
た
の
と
は
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
た
見
方
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
の
評
価
に
関
連
し
て
重
要
で
微
妙
な
手
が
か
り
を
与
え
る
の
は
、
最
近
、
山
東
省
臨
折
県
銀
為
重
の
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
「
孫
子
兵

法
」
の
「
呉
問
」
に
み
え
る
問
答
で
あ
る
。

27　（27）



女
王
間
孫
子
日
、
六
将
軍
分
野
否
国
之
地
、
敦
張
工
、
敦
固
成
。
孫
子
日
、
箔
・
中
行
是
（
氏
）
先
亡
。
敦
為
之
次
。
智
是
（
氏
）
為
次
。
敦
為
之
（
1
）

次
。
韓
魏
為
次
、
薄
舞
失
其
故
法
、
奮
国
忌
焉
。
呉
王
難
、
其
説
可
得
聞
乎
。
孫
子
臼
、
可
。
箔
・
中
行
是
（
疏
）
制
田
、
以
八
十
歩
為
（
2
）
、
娩
、

以
百
六
十
歩
為
吻
（
晦
）
。
葡
伍
税
之
。
其
町
田
陳
（
狭
）
、
藩
士
多
、
伍
税
之
、
公
寡
富
。
公
家
富
、
置
土
多
、
主
喬
（
驕
）
臣
奢
、
翼
功
数
戦
、
故
日

先
（
3
）
〔
亡
〕
。
…
…
家
蝿
、
二
士
多
、
主
禰
（
驕
）
臣
奢
（
4
）
、
翼
功
数
戦
、
故
温
湯
・
中
豊
是
（
氏
）
次
。
韓
魏
制
田
、
以
百
歩
為
娩
、
以
二
百

歩
為
吻
（
晦
）
、
而
伍
税
之
。
其
出
田
陳
（
狭
）
、
其
置
目
多
、
伍
（
5
）
税
之
、
公
家
富
。
公
家
富
、
概
士
多
、
主
骨
（
驕
）
端
端
、
翼
功
数
戦
、
故
為

智
是
（
氏
）
次
。
趙
是
（
氏
）
制
田
、
以
百
十
歩
為
娩
、
以
二
百
無
歩
為
吻
（
晦
）
。
公
（
6
）
禿
税
焉
。
公
家
貧
、
其
甲
香
少
、
主
人
臣
収
、
以
御
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

民
。
故
日
固
国
、
瞥
国
帰
焉
。
呉
王
日
、
善
。
玉
者
盆
道
、
血
塗
厚
（
7
）
愛
其
民
門
門
（
8
）
。
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こ
こ
で
、
孫
子
は
、
晋
の
六
卿
の
運
命
を
予
塗
し
て
、
箔
（
苑
）
氏
・
節
行
氏
・
智
（
知
）
氏
・
聖
堂
・
黒
馬
の
順
に
滅
亡
す
る
と
し
て
お

り
、
少
く
と
も
、
韓
・
魏
・
趙
が
全
然
・
留
筆
氏
に
つ
い
で
知
悉
を
亡
し
た
四
五
三
年
よ
り
後
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
下
限
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
文
の
い
う
と
こ
ろ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
春
秋
末
期
か
ら
、
戦
国
期
に

か
け
て
、
晋
一
国
の
中
で
も
各
種
の
畝
制
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
畝
綱
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
と
な
り
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
百
歩
前

　
　
⑥

後
を
娩
と
し
、
そ
の
丁
度
倍
の
長
さ
を
吻
（
晦
）
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
こ
の
吻
を
黎
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
と
そ
の
字
形
を

解
釈
で
き
れ
ば
一
層
明
瞭
に
、
通
説
の
如
く
牛
耕
に
よ
る
も
の
と
し
て
の
二
百
四
十
歩
一
畝
制
の
成
立
の
論
理
を
こ
こ
に
適
用
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
別
の
面
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
吻
要
綱
が
地
域
権
力
の
掌
握
す
る
地
域
毎
に
、
裁
然
と
異
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
山
雲
欄

が
上
か
ら
の
干
与
に
よ
っ
て
造
成
維
持
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
し
、
一
方
、
秦
律
十
八
種
に
み
え
る
厩
苑
律
を
み
る
と
、
牛
が

国
家
に
よ
っ
て
管
理
掌
握
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
吻
蒼
黒
も
、
国
家
に
よ
る
牛
島
の
利
用
に
よ
る
野
晒
的
な
田
地
区
画
と
関
係
す
る
よ
う
に

　
　
　
⑦

も
見
え
る
。
こ
の
点
で
、
　
「
自
問
」
の
「
其
□
田
陳
（
狭
）
」
と
あ
る
欠
字
部
分
に
つ
い
て
、
整
理
小
組
が
残
画
か
ら
「
割
」
と
推
測
し
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
も
し
こ
の
字
が
割
と
よ
め
れ
ば
、
そ
れ
は
、
か
っ
て
守
屋
属
が
、
前
掲
「
『
導
電
阻
』
の
一
解
釈
」
の
中
で
、
「
開
降



階
」
　
「
決
裂
肝
　
観
じ
が
「
割
列
嬉
野
」
と
岡
津
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た
こ
と
を
う
ら
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
的
規
模
で
の
弾
力
の
利
用

に
よ
る
土
地
の
区
画
と
そ
の
農
民
へ
の
わ
り
つ
け
を
想
像
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
て
、
吻
娩
綱
は
商
鞍
の
二
四
〇
歩
一
畝
制
を
も
ふ
く
め
て
、
一
定
の
牛
耕
の
発
達
を
前
提
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
促
進
さ
せ
る
目
的

を
も
ち
な
が
ら
も
、
第
～
義
的
に
は
国
家
の
手
に
よ
る
早
牛
の
掌
握
を
基
礎
と
す
る
新
田
地
区
画
の
出
現
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と
想
像

さ
れ
る
。
そ
こ
で
働
く
農
民
た
ち
は
多
く
の
場
合
、
牛
を
私
有
し
な
い
単
家
族
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
魅
力
が
豪
族
の
形
成
を
お
し
す
す
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

重
要
な
手
段
と
な
る
の
は
漢
代
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

秦国の家族と商鞍の分異令（佐竹）

①
鶴
間
和
幸
「
漢
代
豪
族
の
地
域
的
性
格
」
角
史
学
雑
誌
』
八
七
の
二
）
及
び
、

　
こ
の
点
で
そ
れ
に
批
判
的
な
抽
稿
「
豊
代
十
三
州
の
地
域
性
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史

　
評
論
』
一
九
八
○
の
一
）
参
照
。

②
　
大
村
正
雄
「
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
－
特
に
そ
の
成
立
の
基
礎
的
条
件
に
つ

　
い
て
一
」
、
及
び
西
嶋
氏
前
掲
稿
等
を
参
照
。

③
従
来
の
最
も
説
得
的
で
あ
っ
た
見
方
と
し
て
は
、
米
田
賢
次
郎
「
二
四
〇
歩
一

　
畝
制
の
成
立
に
つ
い
て
一
商
鞍
変
法
の
一
側
面
一
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
六

　
の
懇
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
　
第
四
簡
上
半
部
の
欠
賂
部
分
に
つ
い
て
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
は
、
そ

　
の
推
定
字
数
（
二
十
九
字
）
と
前
後
の
脈
落
か
ら
「
智
是
（
氏
）
重
複
、
以
九
十

　
歩
為
娩
、
以
否
八
十
歩
為
吻
（
晦
）
、
其
□
田
陳
（
狭
）
、
其
書
士
多
、
伍
税
之
、
」

　
の
二
十
八
字
を
補
な
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
、
恐
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
な

　
お
、
こ
の
部
分
は
「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
・
孫
子
兵
法
」
で
も
、
そ
の
写
真
版
と
釈

　
文
を
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
、
何
故
か
こ
こ
で
い
う
第
三
簡
と
第
四
簡
、
本
来
の

　
番
号
で
は
第
二
三
簡
と
第
二
四
簡
の
間
に
錯
簡
が
あ
る
。

⑤
　
　
「
呉
問
」
　
の
書
か
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
窟
立
波
「
猛
煙
銀
鍔
山
口
墓
一
竹
簡

　
《
孫
子
兵
法
V
」
　
（
『
文
物
』
一
八
七
四
の
十
二
）
は
、
こ
の
豫
言
を
信
じ
て
そ
の

　
時
期
を
想
定
し
て
い
る
が
、
呉
樹
平
「
従
臨
済
漢
墓
竹
簡
《
呉
間
》
君
孫
武
的
法

　
家
思
想
」
　
（
『
文
物
』
一
九
七
五
の
四
）
は
、
こ
れ
を
完
全
な
事
後
豫
言
と
し
て
、

　
そ
の
時
期
を
B
・
C
・
四
五
三
～
四
〇
三
年
の
間
に
限
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
は
呉

　
氏
の
見
解
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
全
て
を
事
後
預
言
と
み
な
い
考
え
方
も
な

　
り
た
ち
う
る
と
思
う
の
で
、
一
応
下
限
の
推
定
は
断
念
す
る
。
こ
の
こ
と
は
孫
子

　
全
体
の
位
置
づ
け
と
も
閨
卜
す
る
可
能
性
が
あ
る
（
金
谷
治
訳
注
『
旧
蹟
兵
法
』
、

　
東
方
書
店
刊
、
参
照
）
。

⑥
　
注
釈
は
、
娩
を
碗
と
し
て
い
る
。
恐
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
前
に
娩

　
を
縷
田
の
種
と
関
係
づ
け
て
考
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
原
文
の
ま
ま

　
に
記
し
て
お
く
。

⑦
西
嶋
氏
前
掲
稿
序
章
第
五
節
、
及
び
渡
辺
借
一
郎
「
古
代
中
騒
に
お
け
る
小
農

　
民
経
営
の
形
成
－
古
代
照
家
形
成
論
の
前
進
の
た
め
に
一
」
（
『
歴
史
評
論
駈

　
一
九
七
八
の
こ
）
参
照
。

⑧
宇
都
宮
氏
前
掲
稿
、
及
び
「
僅
約
研
究
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
都
論
集
』
五
）

　
「
劉
秀
と
南
陽
」
　
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
論
集
』
八
）
、
の
ち
い
ず
れ
も
『
漢
代

　
社
会
経
済
史
研
究
』
に
収
録
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
束
京
都
立
大
学
助
教
授
　
鎌
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Family　Structure　Under　Ch’in　as一　Dynasty　and

　　　　F2n一か露％8・分5異令　ofSん‘zη8一ッ卿¢8・葎百般央

by

Yasuhiko　Satake

　　There　have　beeB　a　good　amount　of　studies　concerning　the　family

structure　in　the　per圭ods　of　Ch’i・tz－Han秦漢dynasties．　But，　so　far，　it

has　never　beeR　agreed　whether　the　basic　form　of　the　families　in　those

per呈ods　is　a　simple　family　or　a　compound　one．

　．In　this　article，　rnaterial呈zed　mainly　by　the・newly－found　〕存伽一鋭6πg

Ch’in－chien雲夢秦簡，　the　structure　of　the　famiiy家族or　the　Tsung－tsu

宗族under　Ch’in　dynasty　during　the　period　of　Chan－Kuo戦国which　is

one　of　the　issues　of　the　aforementioned　controversy，　and　the　interre玉a－

tion　between　those　forms　will　be　investlgated．　The　investigation　seems

to　indicate　that　under　Ch’in　government　Tsung－tsu　of　three　generations

had　been　gradually　d圭ssolved　since　Ch’un－chiu春秋per圭od，　and　that，

influenced　by　Fen－i－ling　of　Shang－yang　there　began　to・　spread　the　sirpple

family　in　effect　whose　most　intirnate　1〈inship　meant　pareRts，　・．wife，

children　aRd　brothers．

　　It　may　also　be　assumed　that　that，　starting　from　the　farpily　structure

like　that，　the　patema1圭stic　family　was　growing　through　Ha・n漢period，

supported　by　spread　of　llvestock　husbandry，　and　also　Hao－tsu豪族or

povci’erful　clans　were　under　formation．

Le　milieu　de　1’industrie　siderurgique　en　France　de　1864　a　1914

par

Satoshi　．Nagakura

　　L’6tude　du　capitalisme　frangais　daRs　Ia　seconde　moiti6　du　XIXG　si色cle

6tait　inSU『伍SaRte，　Car　OIユ　le　SUPPOSait　taCitement　Stagna｝¢t　et　paraSitaire．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
Mais　le　r6examen　et　1’乙cla圭rcissement　de　plusieurs．faces　sont　en　train

de　se　commencer．　Cet　art圭cle　examine　le　caractさre　de玉a　formation．　du
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